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!i論

i説エ
ノ
l
伯
ジ
ャ
ン
二
世
と
ド
イ
ツ
国
王
裁
判
権

田

正

樹

口

は
じ
め
に

中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
国
制
史
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
王
権
の
衰
退
と
各
地
の
領
邦
の
台
頭
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
中
世
後
期
に
お

け
る
国
王
支
配
の
実
態
と
意
義
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
た
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
中
世
王
権
の
活
動
と
し
て
最
も
重
要
な

北法52(5・1)1405 



説

部
類
に
属
す
る
国
王
裁
判
権
に
つ
い
て
も
、
従
来
は
、
そ
の
制
度
的
発
達
の
不
十
分
さ
、
管
轄
範
囲
の
縮
小
、
判
決
の
実
効
性
の
乏
し
さ
と

い
っ
た
点
が
主
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

北j去52(5・2)1406

論

一
九
七
0
年
代
以
降
今
日
ま
で
、
中
世
後
期
以
後
の
国
王
支
配
と
帝
国
国
制
の
再
評
価
の
動
向
と
も
対
応
し
て
、
裁
判
権
の
分

(
1
)
 

野
で
も
、
史
料
集
の
刊
行
や
個
別
研
究
の
発
表
が
あ
い
つ
い
で
い
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
利
用
し
つ
つ
、
エ
ノ

l
(
ヘ
ン
ネ
ガ
ウ
)

伯
ジ
ヤ
ン
二
世
が
関
係
し
た
紛
争
を
対
象
と

L
て
取
り
上
げ
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
国
王
裁
判
権
が
有
し
て
い
た
意
義
と
そ
の
限
界
を
、
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
。

考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
当
事
者
の
行
動
と
手
続
の
流
れ
を
で
き
る
だ
け
詳
し
く
た
ど
り
た
い
と
思
う
。
豊
富
な
訴
訟
関
係
文
書
を

残
し
た
当
該
紛
争
は
、
当
時
の
国
王
裁
判
所
の
手
続
、
も
っ
と
言
え
ば
国
王
裁
判
権
に
は
紛
争
当
事
者
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
手
段
が
あ
り

得
た
か
を
、
か
な
り
極
限
的
な
と
こ
ろ
ま
で
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
興
味
深
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
更
に
考
察
の
観
点
と
し
て
、
い
わ
ば
地
域
構
造
の
視
点
と
で
も
称
す
る
べ
き
も
の
を
、
あ
ら
か
じ
め
提
示
し
て
お
き
た
い
。

当
時
の
国
王
裁
判
権
と
訴
訟
当
事
者
の
関
係
は
、
当
事
者
聞
の
紛
争
が
無
前
提
に
国
王
の
前
へ
持
ち
出
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
実

際
の
具
体
的
紛
争
は
、
当
事
者
が
居
住
し
勢
力
を
有
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
発
生
し
、
そ
う
し
た
紛
争
に
つ
い
て
は
当
該
地
域
や
隣
接
地

域
の
諸
勢
力
に
よ
っ
て
調
停
や
仲
裁
が
行
わ
れ
う
る
。
国
王
裁
判
権
は
、
そ
う
し
た
地
域
に
お
け
る
紛
争
解
決
と
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
国
王
裁
判
権
の
機
能
や
意
義
の
評
価
に
は
、
紛
争
当
事
者
の
い
る
地
域
と
の
関
係
の
あ
り
か
た
を
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
地
域
の
政
治
的
権
力
構
造
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
地
域
と
国
王
支
配
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
性
格

づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た
問
題
が
ど
う
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
国
王
裁
判
権
の
作
用
と
意
味
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
地
域
と
い
う
要
素
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
、
よ
り
一
般
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
中
世
後

期
ド
イ
ツ
を
単
に
大
小
の
領
邦
や
自
立
的
都
市
の
集
積
と
見
な
す
(
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
領
邦
や
都
市
に
分
析
を
集
中
す
る
)
の
で
は
な
く
、



性
格
を
異
に
す
る
諸
地
域
に
よ
っ
て
王
国
が
構
成
さ
れ
て
い
る

(
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
王
国
と
い
う
レ
ベ
ル
も
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
)
と
い
う
見
方
を
採
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
か
ら
中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
地
域
構
造
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
は
、

ベ
ー
タ

l
・
モ

l
ラ
フ
の
学
説
が
あ
る
。
モ

l
ラ
フ
は
、
第
一
に
、
王
権
の
視
点
か
ら
、
そ
し
て
特
に
国
王
宮
廷
と
の
人
的
関
係
の
疎
密
を

エノー伯ジャン 2世とドイツ国王裁判権

重
視
し
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
王
国
を
、
国
王
領
邦
、
他
の
国
王
家
門
の
領
邦
、
選
挙
侯
の
領
邦
、
「
国
王
に
近
い
」
地
方
、
「
国
王
に
聞
か
れ

(
2
)
 

た
」
地
方
、
「
国
王
か
ら
遠
い
」
地
方
と
い
う
六
種
の
性
格
を
異
に
す
る
地
方
に
区
分
す
る
。
他
方
で
彼
は
、
そ
れ
と
は
別
の
観
点
か
ら
す

る
第
二
の
区
分
と
し
て
、
特
定
の
領
邦
や
家
門
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
、
複
数
の
そ
れ
の
間
で
の
覇
権
争
い
、
多
く
の
対
等
な
勢
力
間
で
の
均
衡
な

(3) 

ど
地
方
に
お
け
る
政
治
的
構
造
に
着
目
し
て
、
い
わ
ば
政
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
一
四
の
地
域
を
提
示
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
、
特
に
後

(
4
)
 

者
の
一
四
の
政
治
的
地
域
区
分
は
モ

l
ラ
フ
白
身
も
-
認4認
恥
め
る
よ
、
う
つ
に
な
お
検
証
を
要
す
る
試
論
に
と
ど
ま
る
と
は
ニ
号
一
=
一(5
)
 

観
点
自
体
は
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
国
王
裁
判
権
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
有
効
で
あ
り
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
対
象
と
す
る
紛
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
地
域
は
低
地
地
方
で
あ
る
。
最
初
に
、
こ
の
地
域
の
構
造
上
の
特
徴
を
概
括
的
に
述
べ
れ

ば
、
中
世
末
期
に
な
っ
て
ブ
ル
ゴ

i
ニ
ュ
公
家
の
手
中
に
支
配
権
が
集
積
さ
れ
る
よ
り
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
ほ
ほ
対
等
な
中
規
模
の
聖

(
6
)
 

俗
領
邦
の
分
立
と
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
例
え
ば
、
中
ラ
イ
ン
地
方
に
お
け
る
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
と
ラ
イ
ン
宮
中
伯
、
低
ラ
イ
ン
地

方
に
お
け
る
ケ
ル
ン
大
司
教
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
公
の
よ
う
に
、
地
域
の
中
で
グ
ラ

l
フ
な
ど
多
く
の
中
小
自
由
貴
族
と

レ
ー
ン
関
係
を
結
ん
で
彼
ら
の
主
君
と
な
り
、
地
域
の
平
和
秩
序
の
形
成
と
維
持
に
も
主
導
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
な
特
定
の
指
導
的
諸
侯

は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
い
く
つ
か
の
聖
俗
領
邦
の
問
で
婚
姻
関
係
・
レ

l
ン
関
係
・
同
盟
関
係
の
網
の
目
が
結
ば
れ
、
そ
れ
ら
領
邦
同
士
の

間
で
紛
争
が
勃
発
す
れ
ば
、
他
の
領
邦
君
主
が
聞
に
入
っ
て
調
停
や
仲
裁
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
が
問
題
と
す
る
前
後
の
時
期
に

北法52(5・3)1407

お
け
る
低
地
地
方
の
構
造
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
地
域
と
ド
イ
ツ
王
権
と
の
関
係
は
、
後
述
す
る
国
王
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
の
時
代
の
よ
う
に
、
こ
の
地
域
の
領
邦
君
主
が
王
位
に



説

就
く
と
い
う
例
外
的
な
時
期
を
除
け
ば
、
比
較
的
疎
遠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
王
権
は
、
都
市
ニ
ム
ヴ
ェ

l
ゲ
ン
な
ど
の
わ
ず
か
な
例
外
を
除

い
て
、
こ
の
地
域
に
も
は
や
直
轄
支
配
地
と
い
う
足
場
を
持
た
ず
、
国
王
宮
廷
が
こ
の
地
域
に
入
っ
て
く
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

き'1>.a岡

こ
の
よ
う
な
王
権
と
の
関
係
の
あ
り
か
た
は
、
中
世
後
期
に
も
な
お
多
く
の
国
王
都
市
や
農
村
部
の
直
轄
所
領
が
存
在
し
、
国
王
宮
廷
が
頻

繁
に
巡
行
し
、
地
域
出
身
の
貴
族
や
市
民
が
国
王
側
近
で
仕
え
て
い
た
、

フ
ラ
ン
ケ
ン
や
中
ラ
イ
ン
地
方
な
ど
、
モ

l
ラ
フ
の
言
、
っ
「
国
王

に
近
い
」
地
方
と
は
、
対
照
的
で
あ
る
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
紛
争
が
こ
の
よ
う
な
地
域
で
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
王
裁
判
権
の

評
価
の
際
に
注
意
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

他
方
、
低
地
地
方
は
南
部
で
フ
ラ
ン
ス
王
国
と
国
境
を
接
し
、
海
峡
を
へ
だ
て
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
を
の
ぞ
む
。

フ
ラ
ン
ス
王
国
内
部

に
そ
の
所
領
の
大
部
分
を
持
つ
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
、
ド
イ
ツ
王
国
の
低
地
地
方
の
諸
侯
と
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
低
地
地
方
の

政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
理
的
・
政
治
的
条
件
か
ら
、
低
地
地
方
は
英
仏
両
国
の
勢
力
拡
張
競
争
の
舞
台
と
な
っ

て
お
り
、
両
国
王
権
の
政
策
の
影
響
を
敏
感
に
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
王
権
の
態
度
は
受
動
的
で
あ
り
、
し

ば
し
ば
一
貫
性
を
欠
く
対
応
を
見
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
国
外
か
ら
の
影
響
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
も
こ
の
地
域
を
見
る
場
合
、

考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
を
頭
に
置
き
つ
つ
、
以
下
で
は
時
代
を
お
っ
て
エ
ノ

l
伯
と
国
王
裁
判
権
の
関
係
を
た
ど
る
こ
と
と
し
た
い
。
最
も

長
く
激
し
く
争
わ
れ
た
中
心
的
な
紛
争
は
、
い
わ
ゆ
る
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
エ
ノ

l
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
対
立
で

あ
る
。
我
々
は
ま
ず
こ
の
紛
争
の
由
来
か
ら
説
き
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

前
史

北法52(5・4)1408



い
わ
ゆ
る
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
と
は
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
の
う
ち
の
シ
ェ
ル
デ
川
右
岸
部
分
、
お
よ
び
シ
ェ
ル
デ
川
下
流
と
ゼ
!

ラ
ン
ト
の
島
々
に
挟
ま
れ
た
部
分
を
指
す
。
こ
の
地
は
、
ド
イ
ツ
王
国
の
西
端
に
属
す
る
が
、

一
一
世
紀
以
来
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
ド
イ
ツ
国

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
所
領
の
大
部
分
は
フ
ラ
ン
ス
王
国
内
に
あ
り
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
伯
は
フ
ラ

ン
ス
王
の
封
臣
で
あ
る
が
、
同
時
に
ド
イ
ツ
王
国
内
の
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
壬
の
封
臣
で
も
あ
る
、
と
い
う
関
係
で

王
か
ら
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
た
。

あ
っ
た
。

こ
の
地
が
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
エ
ノ

l
伯
の
長
年
続
く
抗
争
の
火
種
と
な
っ
た
の
は
、

(
7
)
 

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
内
部
の
対
立
に
由
来
す
る
。

フ

ラ
ン
ド
ル
と
エ
ノ
ー
は
一
三
世
紀
前
半
に
は
と
も
に
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
の
手
中
に
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ボ
!
ド
ワ
ン
九
世
(
ラ
テ
ン
帝

の
娘
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
は
、
最
初
の
結
婚
で
、
エ
ノ

l
の
貴
族
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
〉

g
s
g
の
ブ
シ
ャ

l

国
の
皇
帝
と
し
て
は
ボ

l
ド
ワ
ン
一
世
)

ル
と
結
婚
し
た
が
、
姉
の
ブ
ラ
ン
ド
ル
女
伯
ジ
ヤ
ン
ヌ
の
策
動
も
あ
っ
て
、

三
二
五
年
に
こ
の
結
婚
は
教
皇
イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
に

エノー伯ジャン 2世とドイツ国王裁判権

よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
、
こ
の
結
婚
か
ら
生
ま
れ
た
ジ
ヤ
ン
一
世
と
ボ

l
ド
ワ
ン
は
教
皇
庁
に
よ
り
私
生
児
と
宣
言
さ
れ
た
。
そ
の
後
マ
ル
グ

リ
ッ
ト
は
一
一
一
一
一
五
年
ご
ろ
別
の
貴
族
ダ
ン
ピ
エ

l
ル
ロ
自
国
立

0
5
の
ギ
ヨ

i
ム
と
結
婚
す
る
が
、
女
伯
ジ
ャ
ン
ヌ
が
子
を
残
さ
な
か
っ
た

マ
ル
グ
リ
ッ
ト
と
こ
の
第
二
の
結
婚
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
達
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
の
支
配
全
体
に
対
す
る
相
続
権
を
主
張
し
た
。
し

た
め
、

か
し
一
方
、
第
一
の
結
婚
か
ら
生
ま
れ
た
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
家
の
兄
弟
は
、
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
働
き
か
け
て
、

(
8
)
 

の
嫡
出
性
を
確
認
し
父
方
母
方
の
財
産
の
相
続
権
を
認
め
る
皇
帝
証
書
を
獲
得
し
た
。
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
家
の
兄
弟
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
も

庶
子
で
な
く
嫡
出
子
で
あ
る
以
上
、
年
長
で
あ
る
自
分
た
ち
こ
そ
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
の
支
配
全
体
を
継
承
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と

一
二
四
二
年
に
、
彼
ら

北法52(5・5)1409

に
な
る
。

マ
ル
グ
リ
ッ
ト
の
送
っ
た
代
理
人
に
対
し
て
「
帝
国
フ
ラ

(
9
)
 

ン
ド
ル
」
な
ど
女
伯
ジ
ャ
ン
ヌ
が
皇
帝
・
ド
イ
ツ
国
王
か
ら
受
領
し
て
い
た
レ

l
ン
を
授
封
し
た
が
、
そ
の
相
続
権
に
つ
い
て
は
決
定
を
下

こ
の
対
立
に
対
し
て
、
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
、

一
二
四
五
年
七
月
に
、



jえ

さ
な
か
っ
た
。
皇
帝
が
同
年
の
リ
ヨ
ン
教
会
会
議
で
廃
位
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

ア
ヴ
ェ

l
ヌ
対
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ダ
ン
ピ
エ

l
ル
の
争

、t
、

i
v
l
b
u
 

フ
ラ
ン
ス
王
と
教
皇
特
使
に
よ
る
仲
裁
に
よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
二
四
六
年
七
月
に
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
九
世

ラha問

と
教
皇
特
使
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
司
教
オ
ド
が
示
し
た
仲
裁
判
決
は
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
全
体
を
ダ
ン
ピ
エ

l
ル
に
、

エ
ノ
ー
を
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
に
帰
属

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
王
権
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
裁
定
に
よ
っ
て
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
の
強
大
な
支
配
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
結
果
と
し
て
王
権
に
と
っ
て
の
脅
威
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
両
当
事
者
の
う
ち
、
年
長
で
あ
り
な
が
ら
よ
り
豊
か
で
な
い

エ
ノ
l
を
割
り
当
て
ら
れ
た
ア
ヴ
ェ

i
ヌ
側
は
仲
裁
結
果
に
強
い
不
満
を
持
ち
、
以
後
そ
れ
を
変
更
せ
ん
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
尽
く
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一
二
四
七
年
に
教
皇
の
支
援
の
も
と
で
シ
ユ
タ
ウ
フ
ァ

l
家
へ
の
対
立
国
王
と
し
て
、

(
ウ
イ
レ
ム

ホ
ラ
ン
ト
伯
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム

王
に
選
挙
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
不
満
を
抱
え
た
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
側
に
好
機
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
新
国
王
は
、
ホ

(ω) 

ラ
ン
ト
伯
と
し
て
領
有
す
る
ゼ
l
ラ
ン
ト
伯
領
西
部
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
地
に
封
主
権
を
主
張
す
る
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
係
争
中
で
あ
り
、
ま

(
日
)

た
そ
の
姉
妹
が
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
家
の
ジ
ヤ
ン
一
世
と
結
婚
し
て
お
り
、
ア
ヴ
ェ

i
ヌ
側
と
非
常
に
近
い
親
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
同
じ
く
ヴ
イ
ル

ヘ
ル
ム
と
親
戚
関
係
に
あ
っ
た
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
ハ
イ
ン
リ
ヒ
(
ヘ
ン
ド
リ
ク
)
は
、
彼
の
王
様
の
最
も
重
要
な
支
柱
で
あ
り
、
こ
の
当
時
の

低
地
地
方
は
、
ホ
ラ
ン
ト
・
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
・
ブ
ラ
パ
ン
ト
が
協
調
し
て
、

こ
の
よ
う
な
構
図
を
背
景
に
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
対
立
す
る
と
い
う
政
治
的
構
図
を
示
し
て
い
た
。

ア
ヴ
ェ

l
ヌ
側
は
国
王
の
も
と
で
そ
の
意
図
を
達
す
る
。
す
な
わ
ち
一
二
五
二
年
七
月
一
一
日
の
国
王
証

書
は
、

一
般
に
ラ
イ
ヒ
の
レ
l
ン
の
受
領
者
は
国
王
代
替
わ
り
の
場
合
一
年
一
日
以
内
に
新
た
に
授
封
請
求
を
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

怠
れ
ば
レ
l
ン
は
国
王
に
復
帰
す
る
こ
と
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
女
伯
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
の
場
合
こ
の
ケ
l
ス
に
該
当
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
国
王
宮

廷
裁
判
所
の
判
決
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
後
、
判
決
を
受
け
て
国
王
が
ナ
ミ
ュ

i
ル
伯
領
と
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
マ
ル
グ
リ
ッ
ト

(ロ)

か
ら
取
り
上
げ
、
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
の
ジ
ヤ
ン
一
世
に
授
封
し
た
こ
と
を
記
す
。
国
王
は
、
こ
の
後
す
ぐ
引
き
続
い
て
、

マ
ル
グ
リ
ッ
ト
か
ら
ラ

北法52(5・6)1410

が
国



イ
ヒ
の
レ
!
ン
を
剥
奪
し
て
ジ
ヤ
ン
に
与
え
た
こ
と
を
宣
言
し
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
の
住
民
た
ち
に
ジ
ヤ
ン
を
主
君
と
し
て
認
め
る
よ

(
日
)

う
命
令
し
て
い
る
。
た
だ
し
同
じ
時
期
に
カ
ン
プ
レ
!
司
教
ニ
コ
ラ
ウ
ス
に
あ
て
ら
れ
た
文
書
に
お
い
て
、
国
王
が
、
宮
廷
裁
判
所
の
判
決

を
知
ら
せ
レ

i
ン
を
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
か
ら
取
り
上
げ
て
ジ
ヤ
ン
に
与
え
た
こ
と
を
告
げ
な
が
ら
も
、
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
が
国
王
宮
廷
に
来
れ
ば

(
比
)

い
つ
で
も
彼
女
に
正
義
を
与
え
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
女
伯
に
伝
え
て
く
れ
る
よ
う
、
司
教
に
依
頼
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
宮
廷
裁

判
所
の
判
決
が
確
か
に
出
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
国
王
の
処
分
も
既
に
な
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
王
権
側
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
側
と
の
交
渉

の
余
地
を
な
お
残
す
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
側
は
譲
歩
せ
ず
、
国
王
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
お
よ
び
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
家
の
連
合
軍
と
の
聞
で
戦
争
と
な
っ

(
日
)

た
。
一
時
劣
勢
と
な
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
側
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
弟
、
ン
ヤ
ル
ル
・
ダ
ン
ジ
ュ

i
に
援
助
を
求
め
、
シ
ヤ
ル
ル
の
軍
は
エ
ノ

l
伯

領
に
侵
攻
す
る
。
こ
の
援
軍
を
得
た
ブ
ラ
ン
ド
ル
側
は
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
と
ナ
ミ
ュ

l
ル
伯
領
を
実
力
で
保
持
し
続
け
た
。
国
王
ヴ
ィ

エノー伯ジャン 2世とドイツ国王裁判権

ル
ヘ
ル
ム
は
、
一
二
五
四
年
二
月
一
四
日
の
証
書
で
、
エ
ノ

i
の
貴
族
ら
は
ジ
ヤ
ン
に
封
臣
と
し
て
の
忠
誠
を
誓
う
べ
し
と
し
た
宮
廷
裁
判

(
凶
)

所
判
決
を
確
認
し
、
翌
年
七
月
二

O
日
に
は
ナ
ミ
ユ

l
ル
市
の
市
民
ら
に
ジ
ャ
ン
か
ら
ナ
ミ
ュ

1
ル
伯
領
を
再
授
封
さ
れ
た
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

(
げ
)

ク
伯
ハ
イ
ン
リ
ヒ
へ
の
服
従
を
命
じ
て
い
る
が
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
フ
ラ
ン
ス
の
支
配
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
後
、
ル
イ

九
世
の
十
字
軍
か
ら
の
帰
国
と
一
二
五
六
年
一
月
の
国
壬
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
死
を
経
て
、

一
二
五
六
年
九
月
二
四
日
に
ペ
ロ
ン
ヌ
に
お
い
て

ル
イ
九
世
に
よ
り
再
び
仲
裁
裁
定
が
下
さ
れ
る
。
今
回
の
裁
定
も
、
十
年
前
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
は
ダ
ン

ピ
エ

l
ル
に
、
エ
ノ

i
は
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
に
と
い
う
基
本
線
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
側
は
こ
の
決
定
に
服
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ

(
問
)

た
。
シ
ユ
タ
ウ
フ
ァ

l
末
期
に
お
け
る
皇
帝
権
と
教
皇
権
の
対
決
の
先
鋭
化
と
、
そ
れ
に
続
く
ド
イ
ツ
王
権
の
機
能
不
全
と
い
う
状
況
の
中

で
、
フ
ラ
ン
ス
王
権
は
相
対
的
に
権
威
を
上
昇
さ
せ
、
ル
イ
九
世
は
、
ド
イ
ツ
西
部
の
貴
族
聞
の
対
立
紛
争
に
お
い
て
も
、
仲
裁
者
と
し
て

(
問
)

裁
定
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た
。

北法52(5・711411



説

ア
ヴ
ェ

l
ヌ
側
は
ペ
ロ
ン
ヌ
裁
定
後
も
そ
の
主
張
を
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
が
、
国
王
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
の
死
は
、
両
派
の
ド
イ

(
初
)

ツ
王
権
と
の
関
係
に
も
低
地
地
方
の
政
治
的
配
置
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
既
に
以
前
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
権
へ
の
接
近
を
試
み
て
い

さ
て
、

ヰ之さ、

日間

た
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
の
ジ
ヤ
ン
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
弟
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
(
リ
チ
ャ

i
ド
)

の
ド
イ
ツ
国
王
選
出
の
た
め
に
活
動
す
る
。
し
か
し
、

北法52(5・8)1412

一
二
五
七
年
の
選
挙
は
二
重
選
挙
と
な
り
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
と
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
王
ア
ル
フ
オ
ン
ス
十
世
が
と
も
に
ド
イ
ツ
国
王
に
選
ば
れ
る
事

態
と
な
っ
た
。
低
地
地
方
で
は
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
が
ア
ル
フ
オ
ン
ス
を
支
持
し
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
も
ア
ル
フ
オ
ン
ス
陣
営
に
加
わ
っ
た
。

ア

ヴ
ェ

l
ヌ
家
が
期
待
を
か
け
た
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
は
争
う
余
地
の
な
い
王
権
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
低
地
地
方
で
は
ブ
ラ
ン
ド
ル

伯
に
対
抗
し
て
き
た
党
派
が
分
裂
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
影
響
は
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
レ

l
ン
問
題
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
王
権
の
態
度
の
変

化
と
し
て
現
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
王
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
は
、
自
派
の
勢
力
を
広
げ
る
た
め
、
ア
ル
フ
オ
ン
ス
派
の
諸
侯
・
貴
族
の
懐
柔
に
乗
り

出
し
た
の
で
あ
る
。

一
二
五
八
年
四
月
二

O
日
付
の
証
書
で
国
王
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
は
、

マ
ル
グ
リ
ッ
ト
が
国
王
の
召
喚
に
応
じ
て
自
身
国
王
の
前
へ
出
頭
し
て
臣

従
礼
を
捧
げ
誠
実
宣
誓
を
果
た
す
な
ら
、
彼
女
の
た
め
に
国
王
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
が
布
告
し
た
判
決
の
取
り
消
し
と
レ

l
ン
の
授
与
を
行
う
こ

(
幻
)

と
を
約
束
し
て
い
る
。
こ
の
後
、

一
二
六
O
年
六
月
二
七
日
に
、
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
は
実
際
に
、

マ
ル
グ
リ
ッ
ト
が
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
に
つ

き
国
王
の
も
と
に
出
頭
し
て
臣
従
礼
を
行
っ
た
と
し
て
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
時
代
の
判
決
を
撤
回
し
、
彼
女
に
レ

l
ン
を
授
封
し
、
更
に
将
来

(
幻
)

は
彼
女
の
息
子
ギ
l
に
授
封
す
る
こ
と
も
約
束
し
た
。
授
封
請
求
の
不
履
行
と
い
う
手
続
上
の
不
備
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
更
に
二
工
ハ
二
年
七
月
二
日
の
国
王
証
書
は
、
国
王
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
は
ア
ヴ
ェ

l
ヌ
の
ジ
ヤ
ン
ら
が
一
二
五
七
年
一
一
月
一
一
一
一
日
に
発

行
し
た
証
書
を
見
た
が
、
そ
こ
に
は
一
二
四
六
年
の
仲
裁
と
一
二
四
九
年
一
月
の
そ
の
宣
言
と
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で
リ
ヒ
ヤ
ル

ト
が
こ
れ
ら
の
内
容
を
確
認
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
国
王
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
時
代
の
判
決
は
改
め
て
無
効
と
宣
言
さ
れ
、
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
は
「
帝

(
幻
)

国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
に
授
封
し
た
の
で
あ
る
。
今
回
の
処
分
で
王
権
は
、
手
続
的
に
だ
け
で
な
く
実
体
的
に
も
「
帝
国
フ
ラ



ン
ド
ル
」
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
帰
属
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
、
当
事
者
が
合
意
し
た
仲
裁
と
相
手
方
の
証
書
に
よ
り
確
認
し
た
の
で

あ
る
。

(M) 

こ
う
し
て
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
に
対
す
る
ダ
ン
ピ
エ

l
ル
側
の
立
場
は
確
固
と
し
た
も
の
と
な
っ
た
か
に
見
え
た
。

一
二
五
七
年
に

は
、
戦
い
続
け
て
き
た
ジ
ヤ
ン
一
世
も
望
み
を
達
す
る
こ
と
な
く
死
去
す
る
。
し
か
し
そ
の
遺
児
ジ
ヤ
ン
二
世
ら
は
な
お
も
あ
き
ら
め
る
こ

(
お
)

と
な
く
、
機
会
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

一
二
七
三
年
の
国
王
ル

1
ド
ル
フ
一
世
(
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
プ
ス
ブ
ル
ク
)

の
選
挙
は
、

ヴ
ア

l
ヌ
側
に
新
た
な
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ル
1
ド
ル
フ
一
世
時
代
の
国
王
裁
判
権
と
エ
ノ

i
伯

エノー伯ジャン2世とドイツ国主裁判権

「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
支
配
を
う
か
が
う
エ
ノ

l
伯
ジ
ヤ
ン
二
世
に
と
っ
て
、
ル

1
ド
ル
フ
一
世
即
位
後
の
状
況
は
、
二
つ
の
点
で

希
望
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
一
般
的
に
、
ル

1
ド
ル
フ
一
世
が
二
一
四
五
年
の
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
廃
位
後
の

諸
国
王
に
よ
る
帝
国
領
・
帝
国
レ

l
ン
の
処
分
を
有
効
と
認
め
ず
、
そ
の
聞
に
王
権
の
手
を
離
れ
た
財
産
を
返
還
請
求
す
る
と
い
う
、
帝
国

(
お
)

領
回
収
政
策
を
治
世
当
初
か
ら
展
開
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
依
拠
す
れ
ば
、
前
述
の
国
王
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
に
よ
る
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
へ

の
授
封
に
つ
い
て
も
そ
の
有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
更
に
第
二
に
は
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
そ
の
も
の
に
か
か
る
点
で

あ
る
が
、
女
伯
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
と
そ
の
息
子
の
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ギ

l
は
、
主
君
た
る
国
王
の
代
替
わ
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
国
王
ル

l
ド

ル
フ
一
世
に
対
す
る
レ

1
ン
授
与
請
求
と
彼
か
ら
の
レ

i
ン
受
領
を
行
わ
な
か
っ
た
。
王
権
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
側
の
封
臣

義
務
違
反
で
あ
り
、
こ
の
点
に
エ
ノ

i
伯
側
の
っ
け
こ
む
余
地
が
存
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ル
1
ド
ル
フ
一
世
治
世
初
期
に
お
け
る
国
王
と
エ
ノ

l
伯
の
関
係
と
し
て
は
、

一
二
七
六
年
一
月
一
一
一
一
日
の
国
王
証
書
が
注
目
さ
れ
る
。 ア

北法52(5・9)1413



説

ホ
ラ
ン
ト
伯
フ
ロ

l
リ
ス
が
正
当
な
相
続
人
な
し
に
死
去
し
た
場
合
に
は
、

」
こ
で
国
王
は
、

エ
ノ

l
伯
ジ
ヤ
ン
二
世
に
対
し
て
、

ホ
ラ
ン

号ι
白岡

ト
伯
領
な
ど
フ
ロ

l
リ
ス
が
有
す
る
帝
国
レ

l
ン
を
与
え
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
同
じ
内
容
の
証
書
は
、
同
日
、

(
幻
)

ン
と
そ
の
妻
子
に
対
し
て
も
発
行
さ
れ
た
。
エ
ノ

l
伯
と
へ
ン
ネ
ベ
ル
ク
伯
の
妻
か
ら
見
る
と
ホ
ラ
ン
ト
伯
フ
ロ
!
リ
ス
は
甥
に
あ
た
り
、

両
者
は
姻
戚
関
係
に
基
づ
い
て
ホ
ラ
ン
ト
伯
領
な
ど
の
獲
得
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
処
分
が
我
々
の
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
ホ

ヘ
ン
ネ
ベ
ル
ク
伯
ヘ
ル
マ

ラ
ン
ト
伯
領
獲
得
の
期
待
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

ホ
ラ
ン
ト
伯
領
と
エ
ノ

l
伯
領
を
連
結
す
る
位
置
に
あ
る
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を

支
配
下
に
お
さ
め
る
こ
と
が
、

エ
ノ

l
伯
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
価
値
あ
る
も
の
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
二
世
は
そ
の
た
め
に
あ
ら

(
お
)

ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
エ
ノ

1
伯
は
、

一
二
七
九
年
一
一
月
に
、
国
王
か
ら
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」

(
ぬ
)

の
授
封
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
授

封
の
後
も
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
側
に
支
配
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
二
世
は
更
に
自
己
の
立
場
を
強
化
し
よ
う
と

試
み
る
。
そ
し
て
彼
は
、

一
一
一
八
一
年
八
月
の
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
宮
廷
集
会
に
お
い
て
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
保
有
を
改
め
て
承
認
さ

一
二
八
O
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
ブ
リ
ュ

l
ジ
ユ
な
ど
有
力
都
市
の

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
折
し
も
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
で
は
、

(
m
a
)
 

伯
に
対
す
る
反
抗
が
表
面
化
し
て
お
り
、
ジ
ヤ
ン
二
世
に
は
好
機
到
来
と
見
え
た
で
あ
ろ
う
。

二
一
二
八
一
年
八
月
五
日
の
国
王
証
書
は
、
国
王
ル

l
ド
ル
フ
が
、
国
王
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
が
行
っ
た
処
分
を
選
挙
候
の
多
数
の
同
意
を

(
初
)

得
て
確
認
し
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
エ
ノ

i
伯
ジ
ヤ
ン
二
世
に
授
封
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
今
回
の
処
分
に
は
、

処
分
を
実
効
的
に
す
る
た
め
の
措
置
が
伴
っ
て
い
た
。
同
日
付
の
国
王
か
ら
カ
ン
ブ
レ

l
司
教
ア
ン
ゲ
ラ
ン
へ
の
書
簡
は
、
上
の
処
分
の
内

容
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
国
王
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
と
し
て
、
エ
ノ

l
伯
に
実
体
的
占
有
吉
田
間
四
国
間

5

8
号
。
邑
Z
を
得
さ
せ
る
た
め
に
、

国
王
は
執
行
者
を
指
定
す
べ
し
と
い
う
判
決
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
通
知
す
る
。
国
王
は
、
司
教
を
エ
ノ

l
伯
自
身
が
提
案
し
た
執
行
者
と
し

(
出
)

て
指
定
し
、
同
封
し
た
二
つ
の
国
王
宮
廷
裁
判
所
判
決
に
従
っ
て
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
伯
に
占
有
さ
せ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
更
に
同

北j去52(5・10)1414
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日
付
で
、
国
王
か
ら
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
の
貴
族
・
市
民
・
住
民
に
対
す
る
命
令
書
が
出
さ
れ
、
や
は
り
国
王
の
処
分
内
容
を
知
ら
せ
る

と
と
も
に
、
伯
に
対
し
て
レ

l
ン
宣
誓
な
い
し
服
従
宣
誓
を
実
行
し
て
そ
の
支
配
に
服
す
る
よ
う
命
令
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
し
彼
ら
が

(
詑
)

従
わ
な
い
場
合
に
は
、
国
王
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
反
逆
者
と
宣
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
威
嚇
を
付
け
加
え
て
い
る
。
更
に
、

八
月
九
日
付
の
国
王
証
書
は
、
国
王
は
エ
ノ

l
伯
の
た
め
に
執
行
者
を
指
定
す
べ
き
で
あ
り
、
執
行
者
は
授
封
を
告
知
し
、
伯
に
実
体
的
占

(
お
)

有
を
得
さ
せ
、
現
地
住
民
を
伯
に
服
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
を
宣
言
し
て
い
る
。
ま
た
同
日
に
は
、
一
般
的

に
一
二
四
五
年
以
降
の
国
王
が
し
た
帝
国
領
に
関
す
る
処
分
は
選
挙
侯
の
過
半
数
の
同
意
が
な
け
れ
ば
無
効
で
あ
る
と
い
う
、
宮
廷
裁
判
所

(
鈎
)

の
法
判
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
王
リ
ヒ
ャ
ル
ト
が
し
た
処
分
が
無
効
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
原
則
に
照
ら
し
て
も
確
実
と

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
法
判
告
は
エ
ノ

i
伯
に
も
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
も
明
示
的
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
証
書
は
エ
ノ

l
伯
の
も
と
に

(
お
)

伝
承
し
て
お
り
、
エ
ノ

I
伯
の
働
き
か
け
に
よ
り
彼
の
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
カ
ン
ブ

レ
l
司
教
の
執
行
者
へ
の
任
命
が
伯
自
身
の
指
名
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ジ
ヤ
ン
二
世
は
、
自
派
の
法
的
地
位

を
強
化
し
、
国
王
の
処
分
を
実
行
に
移
す
た
め
に
、
精
力
的
に
手
立
て
を
講
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
の
措
置
に
引
き
続
い
て
、
国
王
は
、

ト
伯
フ
ロ

l
リ
ス
を
も
執
行
者
に
追
加
指
定
し
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
ホ
ラ
ン

(
お
)

エ
ノ

l
伯
に
更
に
助
力
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
エ
ノ

l
伯
と
前
述
の
よ

一
O
月
と
一
一
一
月
に
、

う
な
姻
戚
関
係
の
あ
っ
た
ホ
ラ
ン
ト
伯
は
と
も
か
く
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
も
良
好
な
関
係
に
あ
り
、
ど
こ
ま
で
エ
ノ

l

一
O
月
二
九
日
付
の
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ギ
!
あ
て
の
国
王
証
書
に
お
い
て
、
国
王
は
伯
が
(
幻
)

国
王
の
も
と
に
出
頭
す
る
の
で
あ
れ
ば
往
復
の
通
行
の
安
全
を
保
証
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
、
伯
に
自
由
通
行
権
。
丘
町
止
を
付
与
し
て
い
る
。

北法52(5・11)1415

伯
の
助
け
に
な
り
え
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
他
方
、

証
書
に
よ
れ
ば
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
臣
下
の
一
騎
士
を
こ
の
と
き
国
王
の
も
と
に
派
遣
し
て
自
由
通
行
権
授
与
を
請
求
さ
せ
て
お
り
、
交
渉
の

意
志
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
た
王
権
の
姿
勢
も
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
エ
ノ

l
伯
に
一
旦
授
封
は
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
つ



説

い
て
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
自
身
が
国
王
宮
廷
で
権
利
主
張
す
る
余
地
は
な
お
認
め
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
比
較
的
早
い
時
点

か
ら
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
側
と
国
王
宮
廷
の
接
触
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ラδ、
同岡

さ
て
翌
一
二
八
二
年
に
な
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
現
地
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
に
お
け
る
状
況
は
、

エ
ノ

l
伯
の
側
か
ら
見
る
と
、

北法52(5・12)1416

は
か
ば
か
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
二
八
二
年
一
月
一
七
日
付
の
国
王
へ
の
書
簡
で
、

カ
ン
プ
レ

l
司
教
は
、
執
行
者
と
し
て
の
自
ら

の
活
動
を
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、

ヘ
ラ
ル
ツ
ベ
ル
ゲ
ン
の
m
g
R含

z
a
g市
の
市
民
の
不
服
従
の
た
め
司
教
は
市
内
に
は
入
れ
ず

都
市
周
囲
の
土
地
を
エ
ノ

l
伯
の
代
理
人
司

8
2
5
2
に
占
有
さ
せ
る
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
、

ア
ル
ス
ト
〉
色
良
市
で
も
同
様
で
あ
っ
た
こ

と
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
の
他
の
地
域
は
自
分
の
司
教
区
外
に
あ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
お
よ
そ
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、

(
お
)

を
伝
え
て
い
る
。
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
は
あ
い
か
わ
ら
ず
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
抑
え
て
お
り
、
現
地
の
都
市
な
ど
も
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
へ
の
忠

誠
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

一
二
八
二
年
二
月
か
三
月
に
、
伯
の

エ
ノ

l
伯
側
は
、
国
王
宮
廷
で
の
働
き
か
け
を
強
め
よ
う
と
し
て
い
た
ら
し
い
。

書
記
か
ら
国
王
宮
廷
に
お
け
る
伯
の
代
理
人
聞
き

E
E
2
ギ
ヨ

l
ム
に
宛
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
書
簡
に
よ
れ
ば
、
国
王
本
人
の
エ
ノ

l
伯

へ
の
厚
情
を
得
る
こ
と
、
書
記
か
ら
の
手
紙
を
国
王
と
そ
の
側
近
に
取
り
次
ぐ
こ
と
、
フ
ユ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
伯
、
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
ブ

ル
ク
グ
ラ

l
フ
と
い
っ
た
国
王
宮
廷
の
有
力
者
を
口
添
え
人
包
〈
宮
巳
2
と
し
て
獲
得
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
、
国
王
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
の
処
分

(
ぬ
)

を
無
効
と
し
た
諸
侯
判
決
の
証
書
を
得
る
こ
と
、
な
ど
が
指
令
さ
れ
て
い
る
。
国
王
宮
廷
に
お
け
る
当
事
者
の
活
動
を
か
い
ま
見
さ
せ
る
点

で
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

出
席
し
て
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
、
前
年
に
与
え
ら
れ
て
い
た
自
由
通
行
権
を
実
際
に
活
用
し
て
国
王
宮
廷
に
出
頭
し
、

一
二
八
二
年
四
月
一
六
日
に
ハ

l
ゲ
ナ
ウ
に
お
い
て
、
国
王
宮
廷
裁
判
所
の
法
廷
が
聞
か
れ
た
。
こ
の
場
で
エ
ノ

l
伯
は
、
自

(ω) 

ら
の
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
占
有
を
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
よ
り
不
当
に
奪
わ
れ
て
い
る
と
訴
え
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
宮
廷
裁
判

こ
の
状
況
下
で
、

エ
ノ

l
伯
も



所
は
判
決
し
て
、
執
行
者
た
る
カ
ン
ブ
レ

l
司
教
を
宮
廷
裁
判
所
に
召
喚
し
、
司
教
は
執
行
者
と
し
て
の
自
分
の
行
動
お
よ
び
ブ
ラ
ン
ド
ル
(
引
)

伯
ら
が
エ
ノ

i
伯
を
占
有
か
ら
追
い
払
っ
た
こ
と
を
証
言
す
べ
き
で
あ
る
と
決
定
し
た
。
司
教
の
出
頭
期
日
は
六
月
一
五
日
と
設
定
さ
れ
た
。

国
王
は
四
月
一
八
日
付
の
証
書
で
、
司
教
に
こ
の
判
決
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、

ア
l
ヘ
ン
と
モ
ン
ス
の
教
会
参
事
会
員
で
あ
る
ル
ト
ガ

l

と
騎
士
、
ヴ
エ
ル
ナ

l
・
フ
ォ
ン
・
ロ

i
ト
ベ
ル
ク
を
国
王
の
使
者
と
し
て
送
る
こ
と
を
述
べ
て
二
人
を
信
任
し
、
司
教
は
こ
の
二
人
に
期
日

エノー伯ジャン2世とドイツ国王裁判権

に
宮
廷
裁
判
所
に
出
頭
で
き
る
か
ど
う
か
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
り
、
も
し
正
当
な
理
由
に
よ
り
出
頭
で
き
な
い
の
な
ら
ば
そ
の
代
わ
り
に
二

(
必
)

人
の
前
で
求
め
ら
れ
た
証
言
を
な
す
べ
き
で
あ
る
、
と
伝
え
て
い
る
。
証
書
の
日
付
か
ら
す
る
と
、
ハ

l
ゲ
ナ
ウ
の
法
廷
に
お
い
て
、
既
に

司
教
が
出
頭
で
き
な
い
事
態
は
予
想
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

国
王
は
更
に
そ
の
後
、
五
月
一
五
日
付
の
司
教
へ
の
書
簡
で
、
上
記
二
名
の
使
者
を
実
際
に
送
り
出
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
、
彼
ら
の
前
で

(
必
)

証
言
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
、
司
教
が
自
ら
出
頭
で
き
な
い
こ
と
は
確
実
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
司
教
は
五
月
二
七
日
付

の
書
簡
で
国
王
に
応
答
し
、
国
王
の
書
簡
二
通
を
受
領
し
た
こ
と
、
正
当
な
理
由
に
よ
り
自
ら
国
王
の
も
と
へ
赴
く
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、

自
分
は
確
か
に
エ
ノ

l
伯
に
占
有
を
得
さ
せ
た
の
で
あ
り
そ
れ
を
伯
が
失
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
自
分
は
知
ら
な
い
と
使
者
た
ち
の
前
で
証

(
H
H
)
 

言
し
た
こ
と
、
を
知
ら
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
手
順
を
踏
ん
だ
上
で
、
六
月
一
五
日
に
ヴ
オ
ル
ム
ス
で
聞
か
れ
た
国
王
宮
廷
裁
判
所
の
法
廷
に
は
、
エ
ノ

l
伯
は
出
席
し
た

カ
ン
ブ
レ

l
司
教
の
証
言
が
提
出
さ
れ
読
み
上
げ
ら
れ
た
後
、
判
決
が
下
さ
れ
、
「
帝
国
フ

が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
欠
席
し
た
。
法
廷
で
は
、

ラ
ン
ド
ル
」
は
エ
ノ

l
伯
ジ
ャ
ン
二
世
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
国
王
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
ア
ハ
ト
を
科
す
べ
き
こ
と
、
国
王
は
エ
ノ

l

伯
に
助
力
し
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
協
力
者
た
ち
を
も
ア
ハ
ト
に
処
す
べ
き
こ
と
、

エ
ノ

l
伯
は
自
力
で
占
有
を
奪
回
す
る
こ
と
が
で
き
そ
れ
に

よ
っ
て
不
法
を
働
い
た
と
し
て
追
求
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
不
動
産
占
有
回
復
の
特
示
命
令

S
E
e
n
E
B
E
E
n
i
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら

れ
る
こ
と
も
な
い
こ
と
、
更
に
エ
ノ

l
伯
は
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
に
つ
き
占
有
者
吉
田
田
町
出
目
。
円
で
あ
り
原
告
で
な
く
被
告
の
地
位
に
あ
る

北法52(5・13)1417



説

(
M
M
)
 

べ
き
こ
と
、
が
決
定
さ
れ
た
。
最
後
の
条
項
は
、

エ
ノ

l
伯
は
現
在
実
際
に
は
占
有
を
失
っ
て
い
る
も
の
の
正
当
な
占
有
者
で
あ
り
、
奪
わ

:-，:}!;，.. 
員間

れ
た
占
有
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
し
た
け
れ
ど
も
、
本
来
は
被
告
と
い
う
有
利
な
地
位
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
前
年
の
国
王
の
処
分
が
、
執
行
者
を
指
定
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
当
事
者
に
よ
る
自
力
執
行

が
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
執
行
手
段
の
優
先
関
係
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

更
に
、
こ
れ
ら
の
条
項
が
、
用
語
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
学
識
法
学
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
判
決
を
獲
得
し
た
エ
ノ

l

伯
の
側
が
、
学
識
法
の
議
論
に
明
る
い
人
物
を
陣
営
に
抱
え
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
こ
の
頃
の
国
壬
宮
廷
裁
判
所
は
、
な
お
裁
判
所
と

し
て
の
専
門
化
の
度
合
い
の
低
い
状
態
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
当
事
者
が
リ
ー
ド
す
る
形
で
学
識
法
学
の
議
論
が
判
決
に
入
り
込
ん
で

く
る
こ
と
は
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。

王
権
は
更
に
エ
ノ

l
伯
の
た
め
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。
国
王
は
、
同
じ
六
月
一
五
日
付
で
、

カ
ン
ブ
レ

i
司
教
と
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の

司
教
座
裁
判
官
。
呂

N
E
お
よ
び
司
教
座
教
会
首
席
司
祭

0
0
5
-
E宮
門
へ
書
簡
を
送
り
、
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド

ル
」
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
で
な
く
エ
ノ

l
伯
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
、
こ
の
こ
と
を
司
教
区
の
聖
職
者
・
教
会
・
ミ
サ
を
通
じ
て
住
民
に

告
知
す
べ
き
こ
と
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
内
の
レ

l
ン
受
領
者
は
宮
廷
裁
判
所
が
定
め
た
六
週
間
と
三
日
と
い
う
期
間
以
内
に
エ
ノ

l
伯

に
レ

I
ン
授
与
を
請
求
し
受
封
す
べ
き
こ
と
、
都
市
の
市
民
な
ど
は
同
じ
期
間
中
に
エ
ノ

l
伯
に
服
従
宣
誓
を
な
す
べ
き
こ
と
、
彼
ら
が
ブ

ラ
ン
ド
ル
伯
に
し
た
宣
誓
は
無
効
で
あ
る
旨
告
げ
る
べ
き
こ
と
、
司
教
の
執
行
官
た
ち

E
R
2
2
2
は
彼
ら
の
活
動
を
司
教
に
報
告
し
、
司

(
必
)

教
は
更
に
国
王
に
知
ら
せ
る
べ
き
こ
と
、
な
ど
を
命
令
し
て
い
る
。
宮
廷
裁
判
所
で
の
決
定
の
伝
達
経
路
と
し
て
は
、
や
は
り
教
会
組
織
が

重
視
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
更
に
国
王
は
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」

の
諸
都
市
・
封
臣
・
住
民
に
対
し
て
も
命
令
書
を
発
し
、
期

(
灯
)

間
内
に
エ
ノ
l
伯
か
ら
レ
l
ン
を
受
領
し
、
彼
に
服
従
宣
誓
を
な
す
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

一
五
日
の
宮
廷
裁
判
所
判
決
の
内
容
を
繰
り
返
し
、
今
や
そ
れ
に
従
っ
て
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
を
ア
ハ

更
に
、
六
月
一
七
日
の
国
王
証
書
は
、

北法52(5・14)1418 



(
必
)

ト
に
処
す
こ
と
を
宣
言
し
た
。

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
剥
奪
さ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ア
ハ
ト
の
処
分
に
も
服
す
る

身
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
国
王
・
エ
ノ

i
伯
側
の
措
置
が
ど
の
よ
う
に
実
行
に
移
さ
れ
て
い
っ
た
か
は
、
七
月
二
九
日
付
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
司
教
座

教
会
首
席
司
祭
の
裁
判
官
に
し
て
自
ら
聖
堂
参
事
会
会
員
で
も
あ
っ
た
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
モ
ン
ト
フ
ォ
ル
ト
の
国
王
へ
の
書
簡
か

ら
知
ら
れ
る
。
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
は
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
の
中
の
一
地
域
で
あ
る

5
2
〉

B
お
叫
に
お
い
て
、
国
王
の
指
令
を
実
行
し
て
、

現
地
の
聖
職
者
を
集
め
て
国
王
宮
廷
の
決
定
を
布
告
し
、
破
門
の
罰
で
威
嚇
し
て
彼
ら
に
住
民
へ
の
布
告
な
ど
の
遂
行
を
求
め
た
こ
と
を
報

(
将
)

告
し
て
い
る
。
更
に
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
は
、
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、
国
王
の
指
示
を
請
う
て
い
る
。
と
も
あ
れ
こ
の

地
域
に
つ
い
て
は
、
直
接
住
民
と
接
す
る
聖
職
者
の
レ
ベ
ル
ま
で
は
、
国
王
側
の
決
定
と
措
置
が
下
り
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
処
置
に
よ
っ
て
も
、
現
地
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
の
諸
勢
力
の
反
応
は
、
か
た
く
な
で
あ
っ
た
。

一
一
月
二
四
日
の
国

エノー伯ジャン 2世とドイツ国王裁判権

ヘ
ラ
ル
ツ
ベ
ル
ゲ
ン
・
ア
ル
ス
ト
両
市
が
エ
ノ

l
伯
へ
の
服
従
を
拒
ん
で
お
り
、
同
日
を
期
日
と
し
て
市
民
た
ち
を
宮
廷
へ
召

(
印
)

喚
し
た
が
、
彼
ら
が
不
出
頭
で
あ
る
た
め
、
宮
廷
裁
判
所
が
、
国
王
は
彼
ら
を
も
ア
ハ
ト
に
処
す
べ
し
と
判
決
し
た
、
と
伝
え
て
い
る
。
し

王
証
書
は
、

か
し
、
こ
れ
ら
の
手
段
を
も
っ
て
し
で
も
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
支
配
に
服
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
宮
廷
裁
判
所
の

判
決
と
そ
れ
を
実
効
的
た
ら
し
め
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
措
置
も
、
こ
の
事
態
を
変
え
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
ノ

i
伯
と

し
で
は
、
翌
一
一
一
八
三
一
年
六
月
二

O
日
付
で
、
そ
れ
ま
で
の
関
係
文
書
を
一
通
の
国
王
証
書
に
ま
と
め
て
も
ら
い
、
他
日
を
期
す
し
か
な
か
っ

(
日
)

J
'』

O

と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
、
低
地
地
方
で
は
、
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
ヨ
ハ
ン

(
ヤ
ン
)
が
仲
介
者
と
し
て
登
場
し
、
紛
争
の
解
決
が
試
み
ら
れ

た
。
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
家
は
、
低
地
地
方
の
世
俗
領
邦
の
中
で
は
最
も
有
力
な
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
既
に
以
前
か
ら
地
域
の
諸
勢
力
聞
の
紛

(
臼
)

争
を
し
ば
し
ば
仲
裁
し
て
い
た
。

一
二
八
二
年
一

O
月
三
二
日
付
の
証
書
で
、
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
は
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
エ
ノ

l
伯
が
公
の
要

北法52(5・15)1419



説

(
日
)

請
に
よ
り
休
戦
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

息
子
の
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
伯
ロ
ベ
ー
ル
と
ギ
ヨ

l
ム
、
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ダ
ン
ピ
エ

l
ル
、
エ
ノ
l
伯
の
弟
フ
ロ
ラ
ン
と
ギ
ヨ

l
ム
が
仲
裁
人
と
し

(

M

)

(

日
)

て
登
場
し
て
い
る
。
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
王
権
と
の
関
係
が
深
く
、
そ
の
点
で
は
む
し

ろ
中
立
と
い
う
よ
り
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
寄
り
に
も
見
え
る
。
こ
の
と
き
の
仲
裁
は
紛
争
終
結
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ

一
二
八
三
年
七
月
の
証
書
で
は
、
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
の
他
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の

北j去52(5・16)1420

~b. 
詞岡

の
後
知
ら
れ
る
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
の
活
動
の
先
駆
を
な
す
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
現
地
で
あ
る
低
地
地
方
の
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
作
動
を
示

す
も
の
と
し
て
興
味
あ
る
動
き
と
言
え
る
。

低
地
地
方
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
試
み
は
そ
の
後
も
継
続
さ
れ
、

一
二
八
四
年
六
月
に
は
、
紛
争
の
両
当
事
者
で
あ
る
エ
ノ
l
伯
と
フ
ラ

(
弱
)

ン
ド
ル
伯
が
、
メ
ッ
ツ
司
教
ブ
シ
ャ

l
ル
と
リ
ェ

l
ジ
ユ
司
教
ジ
ャ
ン
を
仲
裁
人
と
す
る
こ
と
で
合
意
し
て
い
る
。
メ
ツ
ツ
司
教
は
エ
ノ
l

伯
の
兄
弟
、
リ
ェ

l
ジ
ュ
司
教
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
息
子
で
あ
っ
て
、
両
陣
営
が
自
派
の
仲
裁
人
を
指
定
し
て
彼
ら
の
交
渉
に
解
決
を
ゆ
だ

(
幻
)

ね
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
の
仲
裁
も
紛
争
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
紛
争
解
決
の
動
き
と
関
係
し

て

注

目

さ

れ

る

の

は

、

エ

ノ

l
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
両
者
が
、
リ
ン
ブ
ル
ク
公
領
を
め
ぐ
る
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
と
ゲ

ル
デ
ル
ン
(
ヘ
ル
ダ
i
)
伯
の
紛
争
の
仲
裁
人
と
し
て
指
定
さ
れ
、
公
領
を
ゲ
ル
デ
ル
ン
伯
に
帰
属
さ
せ
る
決
定
を
共
同
で
下
し
て
い
る
こ

(
民
)

と
で
あ
る
。
プ
ラ
パ
ン
ト
公
は
こ
の
決
定
を
承
服
せ
ず
リ
ン
ブ
ル
ク
公
領
は
引
き
続
き
争
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
後
、
そ
れ
ま

で
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
と
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
、
ゲ
ル
デ
ル
ン
伯
の
方
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

(ω) 

四
月
に
は
、
ゲ
ル
デ
ル
ン
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
娘
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
の
結
婚
が
成
立
し
て
い
る
。

一
二
八
四
年
七
月
に
、

一
二
八
六
年

リ
ン
ブ
ル
ク
公
領
を
め
ぐ
る
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
と
ゲ
ル
デ
ル
ン
伯
の
対
立
は
、
既
に
一
二
八
三
年
ご
ろ
か
ら
、
下
ラ
イ
ン
と
低
地
地
方
の
諸

勢
力
を
広
く
巻
き
込
ん
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
同
盟
関
係
な
ど
を
通
じ
て
多
く
の
支
援
者
を
周
囲
に
集
め
て
い
っ
た
。
ブ
ラ
パ
ン
ト

公
陣
営
に
は
、
リ
ェ

l
ジ
ユ
司
教
、

ホ
ラ
ン
ト
伯
、

ユ
l
リ
ヒ
伯
、

ク
レ
ー
プ
エ
伯
、

ベ
ル
ク
伯
、

マ
ル
ク
伯
、
ケ
ル
ン
市
な
ど
が
付
き
、



ゲ
ル
デ
ル
ン
伯
陣
営
に
は
、
ケ
ル
ン
大
司
教
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
、
ナ
ッ
サ
ウ
伯
な
ど
が
付
い
た
。
対
立
は
最
終
的
に

(ω) 

は
一
二
八
八
年
の
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ン
の
戦
い
で
ブ
ラ
パ
ン
ト
側
が
勝
利
し
て
大
勢
が
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
、
こ
の
間
両
陣
営
の
聞
の
緊

張
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
可
能
性
は
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
の
役
割
の
重
要

性
を
考
え
れ
ば
、
エ
ノ

l
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
聞
の
紛
争
の
解
決
が
二
一
八

0
年
代
に
一
旦
頓
挫
し
た
こ
と
も
こ
れ
と
無
関
係
で
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
間
で
一
応
の
和
解
が
成
立
す
る
の
は
、
二
一
八
九
年
末
に
な
っ
て
か

(
引
)

ら
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
が
エ
ノ

l
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
聞
の
紛
争
の
仲
裁
者
と
し
て
登
場
す
る
条
件
が
再
び

整
う
こ
と
に
な
る
。

四

一
方
、
国
王
宮
廷
に
お
け
る
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
問
題
に
つ
い
て
の
新
た
な
動
き
は
、

一
二
八
七
年
に
な
っ
て
現
れ
た
。
教
皇
特

エノー伯ジヤン 2世とドイツ国王裁判権

使
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
司
教
ヨ
ハ
ネ
ス
が
臨
席
し
て
聞
か
れ
た
ヴ
ユ
ル
ツ
プ
ル
ク
の
教
会
会
議
・
宮
廷
集
会
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ら
に
譲

歩
を
強
い
よ
う
と
す
る
試
み
が
再
び
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
月
二
七
日
付
の
教
皇
特
使
へ
の
書
簡
で
、
国
王
は
、
ま
ず
聖
俗
両
権
の
協
力

の
必
要
性
を
説
き
、
次
い
で
一
年
以
上
ア
ハ
ト
に
処
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
破
門
が
科
さ
れ
る
べ
し
と
い
う
国
王
宮
廷
裁
判
所

の
判
決
を
引
い
た
後
、
特
使
に
、
そ
の
職
の
義
務
に
従
い
(
百
三
血
再
開
E
。呂
nz
号
室
E
B
)
破
門
宣
告
を
行
う
よ
う
要
請
し
、
特
使
に
よ
る

(
門
出
)

破
門
後
一
か
月
以
上
不
服
従
の
ま
ま
な
ら
近
隣
司
教
区
の
聖
職
者
に
も
破
門
を
科
す
よ
う
命
じ
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
同
日
付
の
別
の
丈
書

で
は
、
王
国
内
に
国
王
の
世
俗
裁
判
権
に
よ
り
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
で
も
服
従
し
な
い
者
が
お
り
、
国
王
は
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
て
一
年
以

上
不
服
従
の
者
に
対
し
て
は
教
会
の
助
力
を
要
請
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
件
の
ア
ハ
ト
に

jヒi去52(5・17)1421 

処
せ
ら
れ
た
者
た
ち
に
教
会
罰
を
加
え
る
よ
う
要
請
し
、
そ
の
者
た
ち
を
司
教
た
ち
を
通
じ
て
国
王
と
宮
廷
裁
判
所
判
決
に
服
従
さ
せ
て
く

(
m
m
)
 

れ
る
よ
う
、
求
め
て
い
る
。
こ
の
二
通
の
文
書
に
は
、
エ
ノ

l
伯
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
い
う
具
体
名
は
ま
っ
た
く
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

エ
ノ

l
伯
の
た
め
に
行
わ
れ
た
働
き
か
け
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
も
史
料
の
伝
承
か
ら
、



説

実
際
、
同
日
付
の
別
の
国
王
か
ら
教
皇
特
使
へ
の
書
簡
で
は
、
エ
ノ

l
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
紛
争
と
そ
れ
へ
の
国
王
宮
廷
の
対
応
の
経

緯
を
知
ら
せ
た
後
、
な
お
服
従
し
な
い
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ら
に
対
し
て
、
教
会
罰
な
ど
の
手
段
に
よ
り
、
彼
ら
を
屈
服
さ
せ
エ
ノ

i
伯
を
「
帝

(
似
)

国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
の
主
人
と
認
め
さ
せ
る
よ
う
に
、
助
力
を
要
請
し
て
い
る
。
更
に
国
王
は
、
教
皇
特
使
へ
の
要
請
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

リ
ェ

1
ジ
ユ
司
教
、
カ
ン
ブ
レ

l
司
教
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
司
教
と
司
教
座
教
会
首
席
司
祭
に
対
し
て
も
命
令
を
発
し
て
、
や
は
り
聖
俗
両
権

の
協
力
の
必
要
を
指
摘
し
た
後
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
と
ラ
イ
ヒ
の
慣
習
に
よ
り
破
門
に
値
す
る
者
な
の
で
、
彼
ら
の
職

(ω) 

の
義
務
に
従
っ
て
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ら
を
破
門
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
職
の
義
務
に
従
っ
て
、
と
さ
れ
て
い
る
の
は
教
皇

特
使
へ
の
書
簡
で
も
使
わ
れ
て
い
た
文
言
で
、
国
王
に
対
す
る
官
職
的
な
義
務
づ
け
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
読
み
込
む
こ
と
は
無
理
で
あ
る
が
、

国
王
の
司
教
ら
に
対
す
る
関
係
は
、
国
王
の
思
寵
の
喪
失
を
も
っ
て
担
保
さ
れ
た
命
令
で
あ
る
点
で
、
教
皇
特
使
の
場
合
と
根
本
的
に
異
な
っ

(ω) 

て
い
る
と
も
言
え
る
。
司
教
ら
が
、

壬1'>.
u岡

一
方
で
教
皇
・
そ
の
代
理
た
る
教
皇
特
使
に
連
な
る
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
と

も
に
、
他
方
で
国
王
に
直
属
す
る
存
在
で
も
あ
る
、
と
い
う
両
義
的
性
格
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
教
会
組
織
を
国
王
宮
廷
で
の
決
定

に
実
効
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
既
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
破
門
と
い
う
教
会
罰
を
も

投
入
し
、
教
皇
特
使
と
い
う
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

i
上
の
上
位
者
を
も
動
か
し
て
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ら
に
よ
り
強
い
圧
力
を
加
え
る
こ
と
が
試

み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
国
王
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
、
教
皇
特
使
ヨ
ハ
ネ
ス
は
実
際
に
破
門
こ
そ
科
さ
な
か
っ
た
が
、
同
年
四
月
に
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
に

書
簡
を
送
り
、
破
門
で
威
嚇
し
つ
つ
国
王
へ
の
服
従
を
要
求
し
、
伯
支
配
下
の
住
民
た
ち
に
も
ラ
イ
ヒ
へ
の
反
抗
を
や
め
る
よ
う
に
命
令
し

るて
とい
いる
つ。
対し
抗か
手し
段

出合れ
たとLに
。対

し
て

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
、
代
理
人
を
特
使
の
も
と
へ
派
遣
し
て
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
教
皇
庁
へ
上
訴
す

一
一
一
八
七
年
四
月
二
九
日
の
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
か
ら
国
王
へ
の
書
簡
は
、
国
王
の
も
と
へ
送
っ
た
二
人
の
使
者
を
代
理
人
と
し
て
信
任
し
、

iヒ法52(5・18)1422



彼
ら
に
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ら
に
加
え
ら
れ
た
不
法
に
つ
い
て
国
王
の
も
と
で
抗
議
し
ま
た
上
訴
す
る
権
限
、
教
皇
の
前
で
裁
判
に
応
じ
る
用

(
総
)

意
が
あ
る
と
い
う
伯
の
意
志
を
国
王
に
伝
え
る
権
限
、
国
王
に
苦
情
を
伝
え
伯
ら
を
教
皇
の
保
護
下
に
置
く
権
限
を
与
え
て
い
る
。

J¥ 

一
・
入
二
年
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
現
地
を
お
さ
え
る
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
も
、
や
は
り
国
王
側
の
動
き
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
対
応
策
を
迫
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
際
、
教
皇
庁
へ
の
上
訴
が
予
期
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
な
お
国
王
宮
廷
で
応
訴
と
い

う
選
択
肢
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
結
果
と
し
て
は
国
王
宮
廷
で
訴
訟
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
側
は
五
月
一

O
日
に
教
皇
庁
へ
の
上
訴
を
行
っ

た
。
上
訴
状
に
よ
れ
ば
、
伯
は
召
喚
さ
れ
た
こ
と
も
な
く
、
出
廷
拒
絶

8
2ロ
B
R
E
の
た
め
に
欠
席
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
防
御
す
る
こ

と
も
な
く
、
陳
述
を
聞
か
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
手
続
は
ま
っ
た
く
不
当
に
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
の

エノー伯ジャン2世とドイツ国王裁判権

た
め
伯
は
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
国
王
よ
り
上
位
に
あ
る
の
は
教
皇
以
外
に
は
な
い
の
で
、
教
皇
に
上
訴
す
る
旨
を
言
明
し
、
自
分

(ω) 

と
自
分
の
所
領
な
ど
を
教
皇
庁
の
保
護
下
に
置
く
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
何
ゆ
え
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
教
皇
庁
へ
上
訴
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
こ
の
上
訴
状
の
文
言
か
ら
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か

(
初
)

し
一
般
的
に
言
っ
て
、
教
皇
庁
へ
の
上
訴
は
法
的
に
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

9
世
教
皇
令
集
」
所
収
の
原

(
れ
)

レ
l
ン
に
関
す
る
紛
争
は
、
た
と
え
封
臣
が
聖
職
者
で
あ
っ
て
も
、
当
該
レ

l
ン
の
封
主
の
裁
判
所
が
管
轄
す
る
。
し
か
し
、

則
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
に
は
例
外
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
封
主
の
裁
判
所
に
お
い
て
訴
訟
遅
延
や
訴
訟
拒
絶
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
教
会
裁
判
所
も
事
案
を

(η) 

裁
判
し
得
る
も
の
と
さ
れ
る
。
更
に
、
困
難
に
し
て
あ
い
ま
い
な
事
案
の
場
合
に
は
、
教
皇
に
最
終
判
断
を
あ
お
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

(
ね
)

て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
教
会
法
の
諸
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
国
王
裁
判
所
な
ど
世
俗
の
裁
判
所
で
の
手
続
進
行
に
不
満
な
当
事
者

が
、
教
皇
庁
へ
上
訴
す
る
道
も
あ
り
え
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
同
時
に
我
々
は
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
お
い
て
は
、
教
皇
庁
へ
の
上
訴
が
国
王
宮
廷
に
お
け
る
訴
訟
や
交
渉
を
排
除
す
る
も
の
で
な

北法52(5 .19)1423 



説論

か
っ
た
こ
と
に
も
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
使
者
の
一
人
ジ
エ
ラ

l
ル
・
ド
・
ウ
ド
ナ
ル
ド
は
、
こ
の
後
、
五
月
か
ら
六
月
に
「
帝

国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
の
各
地
と
カ
ン
ブ
レ

l
で
活
発
な
宣
伝
活
動
を
展
開
し
、
伯
が
教
皇
に
上
訴
し
た
こ
と
、
そ
し
て
も
し
通
行
の
安
全
が
保

(
刊
)

証
さ
れ
る
な
ら
伯
は
国
王
の
前
で
自
ら
の
権
利
を
-
証
明
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
布
告
し
て
ま
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
二
一
八
七
年
後

半
に
は
、
前
述
の
リ
ェ

l
ジ
ュ
、
メ
ツ
ツ
の
両
司
教
を
仲
裁
人
と
す
る
仲
裁
の
試
み
も
な
お
続
け
ら
れ
て
お
り
、
レ
ベ
ル
の
異
な
る
フ
ォ

l

北法52(5・20)1424

ラ
ム
が
、
当
事
者
た
ち
に
よ
っ
て
平
行
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
動
き
に
対
し
て
、
国
王
宮
廷
の
対
応
と
し
て
は
、

一
二
八
八
年
三
月
一
五
日
付
の
国
王
証
書
が
、

フ
-
フ
ン

vt

ル
伯
に
宮
廷
へ
の
往
復
の
自
由
通
行
権
を
与
え
て
い
る
。
前
述
し
た
伯
の
応
訴
姿
勢
に
こ
た
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
伯
が
レ

l
ン
宣
誓
を
行

う
た
め
に
国
王
の
も
と
へ
来
る
意
志
が
あ
る
の
で
、
ア
ハ
ト
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
に
通
行
の
安
全
を
保
証
す
る
、
と
い
う
文
言
は
、

(
お
)

王
権
の
姿
勢
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
伯
本
人
の
行
う
臣
従
札
と
引
き
換
え
に
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
授
封

す
る
と
い
う
解
決
が
、
既
に
こ
の
時
点
で
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
国
王
宮
廷
へ
の
出
頭

(
%
)
 

は
結
局
実
現
せ
ず
、
こ
の
紛
争
は
、
国
王
ル

1
ド
ル
フ
一
世
の
治
世
中
に
は
、
終
息
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

エ
ノ

i
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
対
立
に
は
、
更
に
新
た
な
争
点
が
加
わ
っ
た
。

(
け
)

エ
ノ

l
伯
領
内
の
有
力
都
市
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
は
都
市
領
主
エ
ノ

l
伯
の
支
配
に
反
抗
し
、
同
じ
く
伯
と
敵
対
す
る
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
や
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
後
ろ
盾
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

エ
ノ

l
伯
ジ
ヤ
ン
二
世
は
、
や
は
り
ド
イ
ツ
王
権
の
支
援
を
求
め
た
。
ル

1
ド
ル
フ
一
世
が
死
の
直
前
に
発
行
し
た
一
一
一
九
一
年
六
月
二

O

日
付
の
国
王
証
書
に
よ
る
と
、
エ
ノ

l
伯
の
求
め
に
応
じ
て
国
王
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
が
出
さ
れ
、
ヴ
ア
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
は
伯
に
反
抗
し
、

伯
を
強
要
し
て
約
束
の
文
書
を
出
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
伯
が
や
む
を
え
ず
与
え
た
文
書
や
約
束
は
す
べ
て
無
効
で
あ
り
、
岡
市
は
す
べ
て

(
花
)

の
特
権
を
失
う
べ
し
と
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
は
、
こ
の
判
決
に
も
か
か
わ
ら
ず
伯
に
服
従
せ
ず
、
か
え
っ
て
フ
ラ
ン

ル
l
ド
ル
フ
一
世
の
治
世
末
期
に
は
、



ド
ル
伯
の
息
子
を
市
内
に
入
れ
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
服
従
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
国
王
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
を
無
視
す
る
こ
の

動
き
へ
の
対
応
は
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
問
題
と
並
ん
で
、
次
の
国
王
ア

l
ド
ル
フ
の
課
題
と
な
る
。

ア
1
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ナ
ッ
サ
ウ
時
代
の
国
王
裁
判
権
と
エ
ノ

l
伯

ア
l
ド
ル
フ
は
、
即
位
直
後
の
一
二
九
二
年
七
月
二
日
、
ヴ
ア
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
民
た
ち
を
、
国
王
・
ラ
イ
ヒ
・
エ
ノ

i
伯
に
対
し

(
内
)

て
行
っ
た
不
法
に
つ
い
て
応
答
さ
せ
る
た
め
に
、
国
王
宮
廷
へ
召
喚
し
た
。
背
後
に
は
無
論
エ
ノ

l
伯
か
ら
の
働
き
か
け
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
が
、
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
民
た
ち
の
行
動
は
伯
だ
け
で
な
く
国
王
と
ラ
イ
ヒ
を
も
害
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

同
日
に
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
国
王
証
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
召
喚
は
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
に
従
つ
て
な
さ
れ
た
。
更
に
判
決
に
よ
れ
ば
、

エノー伯ジャン2世とドイツ国王裁判権

使
者
た
ち
は
ヴ
ア
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
内
に
は
危
険
な
た
め
入
れ
な
い
の
で
、
隣
接
す
る
村
で
証
人
と
と
も
に
召
喚
を
告
知
し
、
召
喚
状
を
そ

(

印

刷

)

の
場
に
残
し
て
帰
っ
て
来
る
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
め
ぐ
る
紛
争
の
過
程
か
ら
、
現
地
の
抵
抗
に
よ
り
都
市

内
部
に
踏
み
込
め
な
い
と
い
う
事
態
が
あ
ら
か
じ
め
予
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
の
召
喚
の
作
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
日

付
と
思
わ
れ
る
別
の
証
書
で
、
国
王
は
実
際
に
、
聖
ゲ
ラ
ン

ω
F
O
E
-∞
一
色
ロ
修
道
院
長
ロ
ジ
ェ

l
ル
と
モ

l
ボ
l
ジ
ユ
冨

ggzmm
の
聖
カ
ン

タ
ン

g
・0
5
2
5
教
会
の
教
会
参
事
会
員
で
あ
っ
た
ジ
ヤ
ン
・
ド
・
ト
ゥ

l
ル
ネ
ー
を
使
者
と
し
て
、
彼
ら
に
前
述
の
よ
う
に
ヴ
ア
ラ
ン
シ

(
創
)

エ
ン
ヌ
の
隣
村
の
教
会
で
の
召
喚
告
知
を
命
じ
、
召
喚
状
を
教
会
に
残
し
、
任
務
の
遂
行
状
況
に
つ
き
報
告
せ
よ
と
指
示
し
て
い
る
。
具
体

的
に
使
者
と
し
て
使
わ
れ
た
の
が
、

や
は
り
現
地
に
近
い
聖
職
者
で
あ
り
、
召
喚
の
告
知
も
教
会
を
舞
台
に
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ

(
幻
)

れ
る
。
二
人
の
使
者
は
、
七
月
二

O
日
付
の
丈
書
で
、
国
王
に
、
任
務
を
指
示
ど
お
り
遂
行
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
。

し
か
し
、
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
の
市
民
た
ち
は
、
召
喚
に
応
じ
ず
、
八
月
に
は
か
え
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
王
に
服
従
を
申
し
出
る
と
と
も
に

北法52(5・21)1425



説

そ
の
助
力
を
要
請
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
王
は
こ
れ
に
応
え
て
、
市
を
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
保
護
下
に
置
き
、
伯
自
身
も
市
に
対
し
て
援
助
を
約
束

(

お

)

(

似

)

し
た
。
一
方
、
エ
ノ
l
伯
は
、
国
王
宮
廷
へ
の
働
き
か
け
を
続
け
、
八
月
七
日
付
で
二
一
九
一
年
の
判
決
の
確
認
を
得
る
一
方
、
マ
ル
ク
伯
、

(
お
)

ユ
l
リ
ヒ
伯
ら
と
傭
兵
契
約
を
結
び
、
軍
事
力
の
増
強
に
努
め
た
。
九
月
九
日
に
は
、
新
た
に
国
王
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
を
得
る
。
す
な
わ

ち
、
エ
ノ
l
伯
の
訴
え
に
よ
り
ヴ
ア
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
民
ら
の
召
喚
が
な
さ
れ
た
が
彼
ら
は
出
頭
せ
ず
、
対
し
て
エ
ノ
l
伯
の
代
理
人
は
、

(
泌
)

国
王
は
市
民
ら
に
然
る
べ
き
と
き
に
然
る
べ
き
場
所
で
ア
ハ
ト
を
科
す
べ
し
と
す
る
判
決
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

北法52(5・22)1426

日命

こ
の
判
決
が
出
さ
れ
た
後
、

カ
ン
ブ
レ

l
市
に
、

エ
ノ

l
伯
と
そ
の
兄
弟
親
戚
(
弟
の
カ
ン
ブ
レ

l
司
教
ギ
ヨ

l
ム、

メ
ツ
ツ
司
教
ブ

シ
ャ

l
ル
、
伯
父
の
ホ
ラ
ン
ト
伯
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
)
だ
け
で
な
く
、
低
地
地
方
と
北
フ
ラ
ン
ス
の
有
力
者
た
ち
(
ラ
ン
ス
大
司
教
、

ヨ
ン
司
教
、

ノ
ワ
イ

ク
レ
ー
プ
ェ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ロ

l
ッ
、
ヵ
ッ
ツ
エ
ン
エ
ル
ン
ボ
l
ゲ
ン
の
伯
た
ち
な
ど
)
が
集
ま
っ
て
い
る
の
が
知
ら

れ
る
が
、
こ
の
う
ち
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
の
間
で
同
盟
を
締
結
し
て
お
り
、
彼
ら
が
一
致
し
て
エ
ノ
l
伯
を
援
助
す
る

(
釘
)

と
い
う
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
逆
に
フ
ラ
ン
ス
王
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
連
合
軍
は
、
同
年
秋
に
エ
ノ
l
伯
領
に
侵
入
し
、
伯
ジ
ヤ
ン
二
世
を

捕
ら
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
、
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
王
権
お
よ
び
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
た

(ω
∞) 

ブ
ラ
パ
ン
ト
公
が
介
入
し
て
、
公
の
仲
介
に
よ
り
エ
ノ
l
伯
は
釈
放
さ
れ
た
。
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
は
、
一

O
月
一
四
日
に
は
、

エ
ノ
l
|
フ
ラ

ン
ド
ル
聞
の
休
戦
の
成
立
を
宣
言
し
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
支
配
下
に
入
れ
て
い
た
エ
ノ

l
伯
領
の
ケ
ノ
ワ

0
5
8ミ
城
を
、
休
戦
期
間
中

(
約
)

は
公
が
あ
ず
か
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
側
で
は
パ
リ
の
高
等
法
院
が
、
一
一
月
一
日
に
、
エ
ノ
l
伯
に
不
利
な
判
決
を
出
す

な
ど
し
て
お
り
、
結
局
伯
は
二
一
九
三
年
二
月
に
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
屈
服
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ヴ
ア
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
は
フ
ラ
ン
ス
王
に

(
卯
)

服
従
を
誓
い
、
こ
の
後
し
ば
ら
く
は
エ
ノ
l
伯
の
支
配
下
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
ヴ
ア
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
問
題
の
経
緯
は
、
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
が
エ
ノ
l
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
の
聞
の
紛
争
解
決
に
お
い
て
持
っ
て
い

た
重
要
性
を
、
あ
ら
た
め
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
リ
ン
ブ
ル
ク
公
領
を
め
ぐ
る
争
い
に
勝
利
し
、
フ
ラ
ン
ス
王
権
と
も
良



好
な
関
係
を
保
つ
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
は
、
紛
争
解
決
の
た
め
の
仲
介
者
と
し
て
の
意
義
を
ま
す
ま
す
高
め
つ
つ
あ
っ
た
。
プ
ラ
パ
ン
ト
公
が
ヴ
ォ

リ
ン
ゲ
ン
の
戦
い
で
頂
点
に
達
し
た
大
き
な
勢
力
争
い
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
自
ら
は
直
接
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
地
位
を
固
め
て
き
た
こ
と

は
、
エ
ノ

l
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
長
年
の
紛
争
全
体
に
対
し
て
も
、
解
決
に
適
し
た
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
問
題
に
関
し
て
は
、
国
王
ア

1
ド
ル
フ
は
、

一
一
一
九
三
年
五
月
二
九
日
付
の
国
王
証
書
で
、

エ
ノ

l

伯
の
求
め
に
応
じ
て
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
エ
ノ
!
伯
に
与
え
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
は
ア
ハ
ト
が
科
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
た
宮
廷
裁
判

(
引
)

所
の
判
決
を
記
し
た
一
二
八
二
年
六
月
一
五
日
の
国
王
証
書
を
、
実
見
の
上
確
認
(
豆
島
5
5
)
し
、
こ
こ
で
も
前
代
の
王
権
の
立
場
を
継

(
幻
)

承
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
同
日
付
の
国
王
証
書
は
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
エ
ノ

l
伯
に
害
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
し

(
m
m
)
 

て
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
を
支
援
せ
ず
エ
ノ

l
伯
に
助
力
す
る
よ
う
、
ラ
イ
ヒ
内
の
諸
勢
力
に
命
令
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
措
置
に

よ
っ
て
も
現
地
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
の
状
況
に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
側
も
そ
の
ま
ま
何
の
対
応
も

エノー伯ジャン2世とドイツ国王裁判権

示
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
二
九
三
年
六
月
一
五
日
付
で
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
ヨ
ハ
ン
、

マ
ル
ク
伯
エ

i
パ
!
ハ
ル
ト
ら
が
発
行
し
た
証
書
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
と
国
王
の

前
へ
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
代
理
人
が
姿
を
見
せ
、
伯
本
人
は
正
当
な
理
由
に
よ
り
国
王
の
面
前
に
出
頭
で
き
な
い
旨
を
陳
述
し
、
本
人
の
代
わ

り
に
代
理
人
た
る
彼
に
帝
国
レ

l
ン
を
授
与
す
る
か
、
ま
た
は
伯
の
も
と
へ
国
王
の
代
理
の
使
者
を
送
る
か
、
ま
た
は
レ

l
ン
請
求
と
授
封

の
期
限
を
延
長
す
る
か
、
し
て
く
れ
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
し
か
し
、
証
書
に
よ
れ
ば
、
国
王
は
こ
の
い
ず
れ
の
要
請
を
も
拒
否
し
た
た
め
、

(
似
)

伯
の
代
理
人
は
伯
本
人
が
正
当
な
理
由
に
よ
り
出
頭
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
再
度
強
調
し
た
。

こ
の
証
書
は
、
二
つ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
は
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
行
動
の
法
的
背
景
が
う
か
が
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
王
権
と
伯
の
関
係
の
冷
却
化
と
い
う
政
治
的
事
情
が
背
景
に

~ti:去52(5 ・ 23)1427

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
国
王
宮
廷
に
接
触
を
求
め
た
の
は
、

(
川
町
)

あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
証
書
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
同
年
六
月
一
四
日
が
ア

1
ド
ル
フ
の
ア

l
ヘ
ン
で
の
国
王
戴
冠
か
ら
丁
度
一

一
つ
に
は
、



説

年
で
あ
り
、

一
年
一
日
以
内
と
い
う
通
常
の
レ

l
ン
授
与
請
求
の
期
限
が
、
こ
の
と
き
ま
さ
に
到
来
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
伯

は
王
権
と
対
立
し
つ
つ
帝
国
レ

l
ン
で
あ
る
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
実
効
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
主
君
た
る
国
王
の
代
替
わ
り
に

論

伴
、
っ
、
新
た
な
レ

l
ン
授
封
請
求
と
受
領
の
必
要
と
い
う
レ

l
ン
法
上
の
要
件
は
、

や
は
り
意
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
証
書
の
発
行
者
と
し
て
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
紛
争
の

流
れ
と
低
地
地
方
の
地
域
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
や
は
り
偶
然
で
は
な
い
。
プ
ラ
パ
ン
ト
公
は
、
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
と
お
り
ヴ
ォ

(%) 

リ
ン
ゲ
ン
の
戦
い
以
来
、
低
地
地
方
・
下
ラ
イ
ン
で
強
力
な
地
位
を
築
い
て
い
た
実
力
者
で
あ
り
、
低
地
地
方
で
の
権
力
と
紛
争
両
当
事
者

と
の
関
係
か
ら
い
っ
て
、
現
地
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
要
と
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
代
理
人
の
弁
論
に
同
席
し
て
、

そ
の
次
第
を
記
し
た
証
書
を
発
行
し
て
い
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
現
地
有
力
者
に
よ
る
紛
争
解
決
の
動
き
と
国
王
宮
廷
に
お
け
る

手
続
と
の
接
触
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ブ
ラ
パ
ン
ト
公
の
動
き
は
、
国
王
側
で
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
国
王
は
、
八
月
一
一
一
日
付
で
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
に
、
国
王
と
フ
ラ
ン

(
肝
)

ド
ル
伯
の
聞
の
案
件
解
決
の
た
め
の
全
権
を
、
同
年
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
と
い
う
期
間
を
限
っ
て
付
与
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
で
は
、
問
題
が
、

国
王
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
聞
の
レ

l
ン
請
求
と
授
封
を
め
ぐ
る
紛
争
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
エ
ノ

1
伯
は
当
事
者
と
し
て
表
面
に
出

て
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
今
回
の
措
置
で
も
、
期
間
内
に
和
解
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
あ
き
ら
め
な

い
エ
ノ

l
伯
の
存
在
が
あ
る
以
上
、
王
権
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
聞
の
レ

l
ン
授
受
の
手
続
問
題
と
し
て
事
態
の
解
決
を
図
る
こ
と
は
、
困
難

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、

一
二
九
五
年
三
月
二
九
日
付
の
国
王
か
ら
教
皇
ボ

エ
ノ

l
伯
は
、
再
び
教
会
権
力
の
協
力
を
求
め
る
方
法
を
準
備
し
て
い
た
。

フ
ア
テ
ィ
ウ
ス
八
世
へ
の
書
簡
は
、
や
は
り
聖
俗
両
権
の
協
働
の
必
要
を
説
き
つ
つ
、
ア
ハ
ト
に
あ
る
者
を
破
門
し
て
く
れ
る
よ
う
教
皇
に

要
請
し
て
お
り
、
翌
日
付
の
書
簡
は
、
具
体
的
に
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
を
破
門
し
聖
職
者
ら
に
そ
の
破
門
を
告
知
し
て
く
れ
る
よ
う
要
請
し
て
い

北法52(5・24)1428



(
M
m
)
 

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
書
簡
は
、

エ
ノ

l
伯
に
渡
さ
れ
、
伯
か
ら
機
会
を
見
て
教
皇
庁
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

(
川
町
)

現
実
に
は
教
皇
の
も
と
に
送
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
こ
の
間
に
進
行
し
た
仲
裁
の
動
き
に
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
エ
ノ

l
伯
は
、
一
二
九
五

(
間
)

年
五
月
に
な
っ
て
、
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
の
弟
ゴ
ッ
ト
フ
リ

l
ト
と
ジ
ヤ
ン
・
ド
・
ダ
ン
ピ
エ

l
ル
を
仲
裁
人
に
指
定
す
る
こ
と
で
合
意
し
、
両

(
川
)

者
は
五
月
二
八
日
に
仲
裁
判
決
を
出
し
て
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
属
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教

皇
も
、
同
年
一

O
月
一
日
に
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
ダ
ン
ピ
エ

l
ル
家
に
与
え
る
と
し
た
一
二
五
七
年
の
協
定
の
効
力
を
確
認
し
、
フ

(
問
)

ラ
ン
ド
ル
伯
側
の
主
張
を
認
め
る
立
場
に
立
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
国
王
・
エ
ノ

l
伯
が
企
図
し
た
教
皇
へ
の
働
き
か
け
は
、

エノー伯ジャン2世とドイツ国王裁判権

成
功
の
見
込
み
を
失
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
こ
の
間
、
低
地
地
方
の
政
治
的
配
置
に
は
根
本
的
な
変
化
が
生
じ
て
き
た
。
そ
の
原
因
は
、
従
来
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
を
支
持
し
て

き
た
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
態
度
が
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
王
権
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
対
す
る
圧
迫
を
強
め
、
伯
の
側
は
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
王
権
お
よ
び
ド
イ
ツ
王
権
の
後
援
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
二
一
九
六
年
秋
に
は
フ
ラ
ン
ス
王
フ
イ
リ
ッ
プ
四
世
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯

(
別
)

ギ
!
と
の
聞
は
完
全
に
決
裂
状
態
と
な
り
、
伯
は
ド
イ
ツ
王
権
と
の
和
解
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
対
照
的
に
、
エ
ノ

l
伯
ジ
ャ
ン
二
世

(
胤
)

一
二
九
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
王
と
の
間
で
同
盟
を
締
結
す
る
。
今
や
、
従
来
の
ド
イ
ツ
王
権
・
エ
ノ

l
伯
対
フ
ラ
ン
ス
王
権
・
フ
ラ
ン
ド

はル
伯
と
い
う
配
置
は
、

フ
ラ
ン
ス
王
権
・
エ
ノ

l
伯
対
ド
イ
ツ
王
権
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
権
・
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
い
う
構
図
へ
と
変
化
し
た

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
ド
イ
ツ
王
権
と
の
和
解
は
一
二
九
七
年
に
実
現
す
る
。
六
月
一
日
付
の
国
王
証
書
に
よ
れ
ば
、
ブ
ラ
ン
ド
ル

エ
ノ

l
伯
と
の
紛
争
に
つ
き
裁
判
に
応
じ
る
と
い
う
保
証

2
5
5
を
提
供
す
る
の
と
ひ
き
か
え
に
、
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の
で
あ
る
。

伯
は
国
王
宮
廷
裁
判
所
に
出
頭
し
、

先
に
宣
告
さ
れ
て
い
た
ア
ハ
ト
を
解
除
し
て
く
れ
る
よ
う
要
請
し
た
。
宮
廷
裁
判
所
は
こ
の
要
請
を
容
れ
て
、
ア
ハ
ト
は
解
除
さ
れ
る
べ
し

(
問
)

と
す
る
判
決
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
同
日
付
の
国
王
証
書
で
、
国
王
ア

l
ド
ル
フ
は
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
対
す
る
ア
ハ



説

(
刈
)

ト
を
解
除
し
、
彼
と
エ
ノ
!
伯
に
対
し
て
七
月
一
七
日
を
出
頭
す
べ
き
裁
判
期
日
と
し
て
指
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
的
配
置
の
変
化

一
旦
科
さ
れ
た
ア
ハ
ト
は
、
再
度
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
と

に
よ
り
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
あ
る
程
度
の
譲
歩
が
期
待
で
き
る
状
況
に
な
る
と
、

北法52(5・26)1430

論

国
王
の
処
分
行
為
と
い
う
手
続
を
経
て
、
解
除
さ
れ
、
法
廷
で
の
両
当
事
者
の
出
席
し
て
の
訴
訟
に
再
び
道
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。も
っ
と
も
、
こ
の
後
予
定
さ
れ
た
手
続
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
軍
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
に
侵
攻
し
た
こ
と
、
お
よ
び
ド
イ
ツ
国
内
で
国
王
対
オ
ー

ス
ト
リ
ア
公
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
お
よ
び
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
・
ベ

l
メ
ン
五
ら
選
挙
侯
の
対
立
が
深
刻
化
し
た
こ
と
、
に
よ
っ
て
進
展
せ
ず
、
国

王
ア

l
ド
ル
フ
は
一
二
九
八
年
に
な
っ
て
選
挙
侯
に
よ
り
廃
位
さ
れ
た
後
、
七
月
二
日
に
ゲ
ル
ハ
イ
ム
で
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
ら
の
軍
と
戦
い
、

敗
死
し
た
。
問
題
は
新
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
も
と
へ
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
時
代
の
国
王
裁
判
権
と
エ
ノ

l
伯

一
先
述
の
よ
う
に
国
王
ア

l
ド
ル
フ
を
王
位
か
ら
追
い
落
と
し
て
、
改
め
て
国
王
に
選
挙
さ
れ
て
戴
冠
し
た
新
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一

世
が
、
前
代
の
王
権
の
立
場
を
継
承
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
ア

l
ド
ル
フ
治
世
末

期
以
上
に
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
寄
り
の
行
動
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
新
国
王
は
、
早
く
も
一
二
九
八
年
八
月
二
四
日
に
は
、
代
々
の
ブ
ラ
ン
ド
ル

(
即
)

伯
が
皇
帝
・
国
王
か
ら
得
て
い
た
レ

l
ン
を
、
臣
従
礼
の
遂
行
と
引
き
換
え
に
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
ギ

l
に
授
封
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ド
ル

伯
は
、
今
回
の
国
王
代
替
わ
り
に
際
し
て
は
、
新
国
王
即
位
直
後
に
す
み
や
か
に
レ

l
ン
請
求
を
行
い
、
正
式
に
授
封
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

(
附
)

更
に
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
は
、
八
月
二
八
日
付
の
国
王
証
書
で
、
一
二
九
七
年
六
月
の
宮
廷
裁
判
所
判
決
を
記
し
た
証
書
を
確
認
し
、
や
は

(
川
)

り
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
へ
の
ア
ハ
ト
を
解
き
、
改
め
て
法
廷
で
の
手
続
を
進
め
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。



ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
国
王
宮
廷
へ
代
理
人
を
派
遣
し
、
交
渉
を
進
め
た
。

(
川
)

の
信
任
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
同
年
一
月
か
ら
二
月
の
問
、
宮
廷
で
活
動
し
た
ら
し
い
が
、
伯
側
に
と
っ
て
首
尾
は
ば
か
ば
か
し
く

(
川
)

な
か
っ
た
ら
し
い
。
更
に
一
月
一
一
一
二
日
付
で
、
国
王
宮
廷
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
の
た
め
の
代
理
人
の
信
任
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。
二
月
二

二
日
に
は
、
国
王
宮
廷
に
い
た
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
息
子
た
ち
は
、
国
王
の
書
記
局
長
で
あ
っ
た
エ

l
パ
l
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
シ
ユ
タ
イ
ン

に
対
し
て
年
金
供
与
を
提
案
し
て
お
り
、
二
月
二
六
日
に
は
エ

l
パ
i
ハ
ル
ト
は
こ
の
提
案
を
受
け
入
れ
て
、
国
王
の
も
と
で
ブ
ラ
ン
ド
ル

(
山
)

伯
の
利
益
を
は
か
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
前
述
の
エ
ノ

l
伯
の
場
合
同
様
、
や
は
り
国
王
宮
廷
の
有
力
者
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
る
当

事
者
の
動
き
が
か
い
ま
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
応
じ
て
、

一
二
九
九
年
一
月
七
日
付
で
、

二
人
の
代
理
人

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
、

エ
ノ

l
伯
ジ
ヤ
ン
二
世
も
巻
き
返
し
を
試
み
る
。

(
川
)

一
二
九
九
年
コ
一
月
四
日
付
の
国
王
証
書
に
よ
れ
ば
、

エ
ノ

l

伯
の
求
め
に
応
じ
て
、
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
が
出
さ
れ
、
国
王
ル

l
ド
ル
フ
時
代
の
諸
判
決
お
よ
び
国
王
ア

l
ド
ル
フ
自
身
が
ブ
ラ
ン
ド
ル

エノー伯ジャン 2世とドイツ国王裁判権

伯
を
相
手
と
し
て
進
め
た
訴
訟
は
と
も
に
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
他
の
丈
書
に
よ
る
無
効
証
明
が
な
さ
れ
な
い
限
り
は
、

と
い
う
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
で
述
べ
る
解
決
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
。
既
に
エ
ノ

l
伯
に
不
利
な
決
着
が
こ
こ
で
織
り
込

ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
二
九
九
年
四
月
二
五
日
付
の
国
王
証
書
に
よ
れ
ば
、
宮
廷
裁
判
所
は
こ
の
判
決
を
く
つ
が
え
し
た
。
す
な
わ
ち
、

実
際
、

ブ
ラ
ン
ド
ル

伯
の
代
理
人
た
ち
が
宮
廷
に
出
頭
し
、
宮
廷
裁
判
所
に
お
い
て
彼
ら
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
エ
ノ

l
伯
の
間
の
紛
争
に
つ
い
て
、
両
当
事
者
が

発
行
し
た
・
証
書
を
提
出
し
、
そ
の
証
書
に
よ
っ
て
両
者
が
紛
争
を
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
の
弟
ゴ
ッ
ト
フ
リ
l
ト
と
ジ
ヤ
ン
・
ド
・
ダ
ン
ピ
エ

l
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ル
の
仲
裁
に
ゆ
だ
ね
た
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
後
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
代
理
人
は
、
更
に
こ
の
両
仲
裁
裁
判
官
が
発
行
し
た
証
書
を
提
出
し

た
が
、
そ
こ
に
は
エ
ノ

l
伯
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
対
し
て
獲
得
し
た
諸
判
決
は
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
、
つ
け
て
宮
(
川
)

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
不
利
な
宮
廷
裁
判
所
判
決
や
前
述
の
コ
一
月
四
日
の
判
決
は
無
効
で
あ
る
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

廷
裁
判
所
は
判
決
し
て
、



説

「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
め
ぐ
っ
て
長
き
に
わ
た
っ
て
争
わ
れ
た
紛
争
は
、
こ
の
判
決
で
も
っ
て
、
国
王
宮
廷
で
の
手
続
を
終
了
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
こ
で
引
か
れ
た
仲
裁
は
前
述
の
一
二
九
五
年
の
そ
れ
で
あ
り
、
当
事
者
同
士
が
合
意
し
た
、
現
地
で
の
仲
裁
の
存
在
が
、
結

局
手
続
を
一
応
終
わ
ら
せ
る
決
め
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

子乏為
自冊

対
立
は
、
な
お
こ
の
後
も
く
す
ぶ
り
続
け
た
が
、
こ
の
一
二
九
九
年
四
月
の
状
態
か
ら
変
化
す
る
こ
と
は
も
は
や
な
か
っ
た
。
国
王
ア
ル

ブ
レ
ヒ
ト
一
世
が
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
地
位
を
継
い
だ
伯
ロ
ベ
ー
ル
の
た
め
に
、
二
一

5
六
年
八
月
と
翌
年
三
月
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、
レ

l

(
川
)

ン
授
与
の
儀
式
を
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
特
に
帝
国
レ

l
ン
の
支
配
を
認
め
る
旨
の
証
書
を
出
し
て
い
る
の
は
、
エ
ノ

l
伯

側
か
ら
の
異
議
を
予
防
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
次
の
国
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
の
時
代
、
二
二
O
九
年
一
月
七
日
に
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
エ
ノ

i

(
川
)

伯
ギ
ヨ

l
ム
(
ジ
ヤ
ン
二
世
の
息
子
)
と
の
間
で
、
四
月
六
日
ま
で
の
休
戦
が
成
立
し
た
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
そ
の
後
一
月
一
一
日
に

(
川
)

国
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
な
ど
を
授
封
し
、

(
山
)

二
九
九
年
四
月
一
五
日
の
国
王
証
書
を
確
認
し
た
。

一
月
一
五
日
に
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
た
め
に
前
述
の

エ
ノ

l
伯
側
は
こ
の
決
着
に
な
お
不
満
で
あ
っ
た
。
伯
ギ
ヨ

l
ム
が
一
三
二

O
年
に
作
成
さ
せ
た
覚
書
は
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド

ル
」
を
め
ぐ
る
対
立
を
そ
の
発
端
か
ら
描
い
て
い
る
が
、
一
二
九
九
年
四
月
二
五
日
の
判
決
は
無
視
し
て
同
年
三
月
四
日
の
判
決
の
み
を
記

(
川
)

し
、
あ
た
か
も
自
ら
の
側
の
立
場
が
確
認
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
に
対
応
し
て
か
、

，

明

守

，

ゅ

J

、

ふ
J
乎
j

?
し

国
王
証
書
は
、

一一一一一

O
年
四
月
二

O
日
の

(
印
)

エ
ノ

l
伯
と
の
争
い
を
国
王
の
決
定
に
ゆ
だ
ね
る
旨
の
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
発
行
の
証
書
を
確
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
改
め

て
国
王
の
決
定
が
下
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

」
の
紛
争
は
、
最
終
的
に
は
、

一
三
二
三
年
三
月
六
日
に
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
エ
ノ

l
・
ホ
ラ
ン
ト
伯
の
間
で
和
平
が
結
ば
れ
て
、

フ
ラ
ン

ド
ル
伯
が
ゼ

l
ラ
ン
ト
の
一
部
に
つ
い
て
の
誠
実
宣
誓
要
求
を
放
棄
す
る
か
わ
り
に
、

(
凶
)

の
要
求
を
放
棄
し
て
、
よ
う
や
く
一
応
決
着
を
見
た
の
で
あ
る
。

エ
ノ

l
・
ホ
ラ
ン
ト
伯
が
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」

北j去52(5・28)1432
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「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
を
め
ぐ
る
紛
争
が
、
上
述
の
よ
う
に
一
二
九
九
年
に
、
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
宮
廷
で
エ
ノ

l
伯
に
不

利
に
判
定
さ
れ
た
後
、
国
王
と
エ
ノ

l
伯
は
今
度
は
ホ
ラ
ン
ト
伯
家
の
遺
領
を
め
ぐ
っ
て
、
激
し
く
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
対
立
の
前
哨
戦
と
な
っ
た
の
は
、
ゼ

l
ラ
ン
ト
伯
領
の
封
主
権
を
め
ぐ
る
エ
ノ

l
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
聞
の
紛
争
で
あ
る
。
ゼ
ー

ラ
ン
ト
伯
領
は
、
元
来
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
国
王
か
ら
受
領
し
て
い
た
ラ
イ
ヒ
の
レ
!
ン
で
あ
っ
た
が
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
そ
れ
を
ホ
ラ
ン

ト
伯
に
再
授
封
し
て
い
た
。
し
か
し
一
二
九
九
年
一
一
月
に
ホ
ラ
ン
ト
伯
ヨ
ハ
ン

(
ヤ
ン
)
が
直
系
男
子
の
相
続
人
な
く
死
亡
す
る
と
、

フ

ラ
ン
ド
ル
伯
ロ
ベ
ー
ル
は
そ
れ
が
自
己
の
も
と
へ
復
帰
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
二
九
六
年
六
月
に
先
代
の
ホ
ラ
ン
ト

ヨ
ハ
ン
の
後
見
人
と
な
っ
て
い
た
エ
ノ

l
伯
は
、
ヨ
ハ
ン
の
死
後
も
件
の
レ

i
ン
を
占
有
し
、
現
地
で

の
抵
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
支
配
を
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
二
つ
の
伯
家
は
、
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
問
題
と
は
攻
守
と
こ
ろ
を
変

(
山
)

え
て
対
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

伯
フ
ロ

l
リ
ス
が
殺
害
さ
れ
た
後
、

エノー伯ジャン 2世とドイツ国王裁判権

一
三

O
O
年
三
月
一
一
日
付
で
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
が
発
行
し
た
国
王
証
書
は
、
ゼ

l
ラ
ン
ト
な
ど
が
ラ
イ
ヒ
の
レ

i
ン
と
し
て
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
帰
し
た
こ
と
を
宣
言
し
、
現
地
住
民
ら
に
対
し
て
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
服
従
し
横
領
者
で
あ
る
エ
ノ

l
伯
ジ
ャ
ン
に
は
服

(
凶
)

従
し
な
い
よ
う
に
命
令
し
た
。
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
問
題
の
経
過
で
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
、
ド
イ
ツ
王
権
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯

と
の
関
係
を
修
復
し
て
、
む
し
ろ
ブ
ラ
ン
ド
ル
側
を
支
援
す
る
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
そ
の
立
場
を
維

持
し
た
の
で
あ
る
。
国
王
は
更
に
翌
日
付
で
、
伯
領
エ
ノ
!
の
貴
族
・
住
民
に
対
し
て
も
、
エ
ノ

l
伯
が
ラ
イ
ヒ
の
レ

l
ン
の
問
題
で
フ
ラ

(
凶
)

ン
ド
ル
伯
に
不
法
を
働
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
エ
ノ

l
伯
を
支
援
し
な
い
よ
う
命
令
し
て
お
り
、
ま
た
別
の
証
書
で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が

ホ
ラ
ン
ト
伯
領
の
再
征
服
の
た
め
に
被
っ
た
損
害
や
費
用
は
、
ケ
ル
ン
大
司
教
と
ク
レ
ー
プ
エ
伯
の
助
言
に
従
っ
て
ホ
ラ
ン
ト
内
の
所
領
か

(
凶
)

ら
補
填
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
後
の
証
書
は
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
実
力
行
使
を
前
提
に
し
て
い
る
点
で
注
意
す
べ
き
で
あ
る
が
、

同
時
に
征
服
の
対
象
が
ゼ

i
ラ
ン
ト
な
ど
で
は
な
く
ホ
ラ
ン
ト
伯
領
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
以
下
で
述
べ
る
エ
ノ

l
伯
と
王
権
の
対
立
に
つ

~tr去52(5 ・ 29)1433



E見

(
凶
)

な
が
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
は
、

号6.
H冊

一
三
O
O
年
三
月
一
四
日
付
の
文
書
で
、

(
凶
)

ン
ク
フ
ル
ト
へ
召
喚
し
、
国
王
の
前
で
応
訴
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
こ
で
の
原
告
は
国
王
自
身
で
あ
り
、
召
喚
が
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と

エ
ノ

l
伯
ジ
ヤ
ン
を
五
月
九
日
を
期
日
と
し
て
フ
ラ

エ
ノ

l
伯
の
対
立
に
つ
い
て
で
な
く
、
既
に
ホ
ラ
ン
ト
伯
領
な
ど
か
つ
て
ホ
ラ
ン
ト
伯
家
が
受
領
し
て
い
た
ラ
イ
ヒ
の
レ

l
ン
全
体
の
帰
属

問
題
に
つ
い
て
、
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
上
記
の
ゼ

l
ラ
ン
ト
な
ど
の
問
題
も
、
そ
の
一
部
と
し
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

エ
ノ

l
伯
は
、
五
月
一
八
日
付
の
証
書
で
、
国
王
の
も
と
へ
送
っ
た
二
人
の
代
理
人
を
信
任
し
、
国
王
に
ホ
ラ
ン
ト
伯

領
な
ど
の
授
封
を
請
求
し
封
を
受
領
す
る
権
限
、
国
王
と
宮
廷
裁
判
所
の
前
で
弁
論
す
る
権
限
、
誠
実
宣
誓
な
ど
の
宣
誓
を
行
う
権
限
な
ど

(
凶
)

を
付
与
し
た
。
こ
の
使
者
の
権
限
に
つ
い
て
は
翌
日
付
で
別
の
信
任
状
が
存
在
す
る
が
、
そ
こ
で
は
既
述
の
権
限
に
、
更
に
国
王
の
も
と
か

(m) 

ら
教
皇
庁
な
ど
へ
上
訴
す
る
権
限
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
か
つ
て
と
っ
た
手
段
を
、
今
度
は
エ
ノ

l
伯
が
立
場
を
変
え
て

採
用
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
深
ま
っ
て
行
っ
た
国
王
と
エ
ノ

l
伯
の
対
立
の
構
図
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
と
し
て
、
伯
の
代
理
人
か
ら
国
王
に
送
ら

(
問
)

れ
た
文
書
二
通
が
伝
存
し
て
い
る
。
第
一
の
文
書
で
伯
側
代
理
人
は
、
国
王
は
確
か
に
伯
を
召
喚
し
た
が
召
喚
は
適
法
に
遂
行
さ
れ
て
お
ら

ず
、
伯
は
召
喚
状
も
受
け
取
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
国
王
は
意
図
せ
ず
違
法
に
手
続
を
進
め
た
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
。
ホ
ラ
ン
ト
な
ど

は
レ

l
ン
法
に
従
い
当
然
エ
ノ

l
伯
に
帰
属
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
て
伯
は
正
当
に
そ
れ
ら
を
占
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
国
王
は
訴
訟

を
撤
回
す
べ
き
で
あ
る
。
伯
自
身
は
、
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
ら
が
ホ
ラ
ン
ト
伯
フ
ロ

l
リ
ス
の
殺
害
に
関
し
て
彼
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
疑
い
な

ど
の
た
め
に
、
国
王
が
国
王
選
挙
以
来
滞
在
し
て
い
る
、
シ
ユ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
、

ラ
イ
ン
地
方
、
ケ
ル
ン
以
南
な
ど
の
上
ド
イ
ツ
地
域
に
は
来

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
代
理
人
が
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
事
案
は
重
大
で
あ
る
か
ら
、
伯
自
身
が
国
王

北法52(5・30)1434



の
前
で
自
己
の
立
場
を
弁
護
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、

ニ
ム
ヴ
ェ

l
ゲ
ン
あ
る
い
は
ホ
ラ
ン
ト
伯
領
内
の
地
点
の
中
で
、

ユ
ト
レ
ヒ
ト
、

国
王
に
都
合
の
よ
い
場
所
を
国
王
の
ほ
う
で
指
定
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
要
請
し
て
い
る
。

こ
こ
で
エ
ノ

l
伯
の
代
理
人
が
召
喚
手
続
の
不
備
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
先
に
述
べ
た
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
問
題
に
お
け
る
エ
ノ

l

伯
側
の
周
到
な
手
順
を
顧
み
る
と
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
自
分
が
原
告
と
し
て
働
き
か
け
て
行
っ
た
手
続
に
比
べ
れ
ば
(
そ
う
し
た
細

か
な
手
続
に
よ
っ
て
も
目
標
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が
)
、
今
回
の
訴
訟
は
手
続
を
尽
く
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
国
王
宮
廷
の
ケ
ル
ン
以
北
の
下
ラ
イ
ン
・
低
地
地
方
へ
の
移
動
を
要
請
し
て
い
る
点
も
、
エ
ノ

l
伯
が
国
王
宮
廷
の
巡
行
パ

タ
ー
ン
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
過
去
、
ル

l
ド
ル
フ
一
世
、
ァ

1
ド
ル
フ
と
も
、
ケ
ル
ン
以
北
ま
で
や
っ
て
来
る

こ
と
は
ご
く
稀
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ジ
ヤ
ン
二
世
は
そ
れ
を
承
知
で
国
王
宮
廷
が
低
地
地
方
に
現
れ
る
こ
と
を
、
応
訴
の
条
件
に
あ
げ
た
の

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
の
訴
訟
を
通
じ
て
、
国
王
裁
判
所
と
国
王
宮
廷
に
精
通
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
老
巧
な
ジ
ヤ
ン
二
世
の

だ
と
思
わ
れ
る
。

エノー伯ジャン2世とドイツ国王裁判権

面
白
躍
如
と
言
え
よ
う
。

(
印
)

更
に
続
い
て
、
第
二
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
国
王
は
伯
の
代
理
人
か
ら
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
を
撤
回
す
る
こ
と
も
別
の
場
所
を

指
定
す
る
こ
と
も
エ
ノ

l
伯
に
授
封
す
る
こ
と
も
行
わ
な
い
の
で
、
伯
の
代
理
人
た
ち
は
、
教
皇
庁
へ
の
上
訴
を
行
い
、
伯
ら
を
教
皇
庁
の

保
護
下
に
置
く
旨
、
宣
言
し
て
い
る
。
か
つ
て
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
と
っ
た
の
と
同
じ
手
段
に
エ
ノ

l
伯
も
訴
え
た
わ
け
で
あ
る
。

エ
ノ

i
伯
側
の
こ
れ
ら
の
動
き
に
対
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
国
王
宮
廷
も
対
抗
措
置
を
と
っ
た
。

一
三

O
O
年
七
月
七
日
付
の
マ
イ
ン
ツ
大

司
教
ら
の
証
書
に
よ
れ
ば
、
宮
廷
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
ホ
ラ
ン
ト
な
ど
は
エ
ノ

l
伯
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
国
王
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
た
。

(
印
)

し
か
し
伯
は
こ
れ
に
服
従
し
な
か
っ
た
た
め
、
国
王
に
よ
り
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
国
王
は
、
実
際
に
軍
を
送
っ
て

伯
を
屈
服
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
軍
事
行
動
は
成
功
し
な
か
っ
た
。

や
は
り
仲
裁
に
よ
る
解
決
の
試
み
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
我
々
に
と
っ
て
は
無
視
で
き
な
い
。
八
月
一
一
一
一
日
付
の
ブ

北法52(5・31)1435 

一
方
こ
の
間
、



説

ラ
パ
ン
ト
公
ヨ
ハ
ン
と
そ
の
弟
ゴ
ッ
ト
フ
リ

l
ト
の
証
書
に
よ
れ
ば
、
国
王
と
エ
ノ

l
伯
は
彼
ら
二
人
お
よ
び
ケ
ル
ン
大
司
教
、
パ

l
ゼ
ル

(m) 

司
教
の
仲
裁
に
従
う
こ
と
に
合
意
し
、
ま
た
伯
の
長
子
と
国
王
の
娘
の
結
婚
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
金
銭
授
受
の
取
り
決
め
が
な
さ
れ
た
。
こ

エ
ノ

l
伯
が
か
ら
ん
だ
紛
争
で
常
に
仲
裁
人
・
仲
介
者
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
き
た
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
が
、
こ
こ
で
も
登
場
し
て
く
る

の
時
期
、

」
と
は
、
も
は
や
構
造
的
現
象
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。

北法52(5・32)1436

論

エ
ノ

l
伯
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
動
き
は
、
ホ
ラ
ン
ト
な
ど
を
伯
が
正
当
に
保
有
す
る
こ
と
を
既
に
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
八
月
一

七
日
付
の
証
書
で
、
伯
は
、
国
王
が
伯
に
ホ
ラ
ン
ト
な
ど
の
領
有
を
認
め
た
と
し
、
伯
は
そ
れ
ら
が
相
続
権
と
現
地
の
古
来
の
慣
習
に
よ
り

自
ら
に
帰
属
し
た
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
伯
は
ケ
ル
ン
大
司
教
ら
の
仲
裁
に
従
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
が
、
仲
裁

(
別
)

が
翌
年
六
月
二
四
日
ま
で
に
ま
と
ま
ら
な
け
れ
ば
こ
の
約
束
は
無
効
と
な
る
も
の
と
し
て
い
る
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
国
王
側
は
こ
う
し
た
解
釈
は
と
ら
ず
、
結
局
今
回
は
仲
裁
判
決
も
作
成
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

月
二
一
日
の
国
王
宮
廷
裁
判
所
の
証
書
に
よ
れ
ば
、
ヱ
ノ
l
伯
は
国
王
が
宮
廷
裁
判
所
で
進
め
た
訴
訟
に
応
訴
し
な
か
っ
た
た
め
、
ア
ハ
ト

に
処
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
国
王
が
原
告
と
な
っ
て
宮
廷
裁
判
所
に
判
決
を
求
め
、
伯
の
主
君
で
あ
る
リ
ェ

i
ジ
ユ
司
教
ア
1
ド
ル
フ
は
国
王

一
三

O
二
年
八

を
助
力
す
べ
き
か
否
か
と
問
う
た
。
宮
廷
裁
判
所
は
判
決
し
て
、
ア
1
ド
ル
フ
は
伯
の
主
君
で
は
あ
る
が
、
国
王
に
助
力
す
べ
き
で
あ
る
と

(

m

)

(

印
)

決
定
し
た
。
翌
日
付
け
の
文
書
で
国
王
は
リ
ェ

l
ジ
ユ
司
教
に
こ
の
判
決
を
知
ら
せ
、
国
王
と
ラ
イ
ヒ
へ
の
助
力
を
命
令
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
王
権
と
エ
ノ

l
伯
の
対
立
は
な
お
も
続
い
て
い
た
が
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
に
は
、
こ
の
間
、
テ
ュ

l
リ
ン
ゲ
ン
の
ヴ
エ
ツ

テ
ィ
ー
ン
家
の
所
領
獲
得
の
可
能
性
や
、
ベ

l
メ
ン
に
お
け
る
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
家
の
断
絶
に
伴
う
ベ

l
メ
ン
獲
得
の
可
能
性
と
い
っ
た
よ
り

大
き
な
政
治
的
懸
案
が
立
て
続
け
に
生
じ
た
た
め
、
王
権
の
関
心
は
ホ
ラ
ン
ト
伯
領
か
ら
逸
れ
、

エ
ノ

l
伯
家
に
よ
る
保
持
を
黙
認
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
ジ
ヤ
ン
二
世
は
二
二

O
四
年
に
死
去
す
る
が
、
長
年
争
っ
た
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」

の
獲
得
こ
そ
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、

以
前
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
い
た
ホ
ラ
ン
ト
伯
領
を
自
家
に
確
保
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
、
そ
の
生
涯
を
終
え
た
の
で
あ
る
。
彼
の
残
し
た



勢
力
を
足
場
に
、
そ
の
子
ギ
ヨ

l
ム
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
政
治
の
舞
台
で
活
躍
す
る
こ
と
と
な
る
。

一
三
三

O
年
六
月
に
な
っ
て
、
自
主

帝
ル

l
ト
ヴ
イ
ヒ
四
世
は
、
か
つ
て
国
王
・
皇
帝
が
ホ
ラ
ン
ト
伯
領
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
諸
権
利
を
伯
ギ
ョ

i
ム
の
た
め
に
放
棄
す
る
と

と
も
に
、
国
王
・
皇
帝
が
伯
家
に
対
し
て
進
め
た
す
べ
て
の
訴
訟
は
無
効
で
あ
る
と
宣
言
し
、
ホ
ラ
ン
ト
伯
領
の
法
的
関
係
を
最
終
的
に
確

(
印
)

認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、
我
々
は
、

エ
ノ

l
伯
ジ
ヤ
ン
二
世
が
か
か
わ
っ
た
紛
争
と
国
王
宮
廷
に
お
け
る
訴
訟
を
、
そ
の
手
続
の
進
め
方
に
注
意
し
て
、
出

エノー伯ジャン 2世とドイツ国王裁判権

来
る
だ
け
詳
し
く
た
ど
っ
て
き
た
。
ジ
ャ
ン
二
世
の
精
力
的
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
活
動
の
お
か
げ
で
残
さ
れ
た
多
く
の
史
料
は
、
こ
の
時

代
の
国
王
裁
判
権
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
環
境
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
作
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
生
き
た
イ

メ
ー
ジ
を
我
々
に
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
結
び
と
し
て
、
冒
頭
に
あ
げ
た
地
域
構
造
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
、

一
連
の
紛
争
か

ら
ど
の
よ
う
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
か
を
、
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」
、
ヴ
ア
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
、
ゼ

l
ラ
ン
ト
な
ど
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
元
来
地
域
内
部
の
勢
力
争
い
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
紛
争
の
展
開
過
程
で
、
地
域
の
諸
勢
力
は
地
域
外
の
権
威
や
勢
力
に
結
び
付
き
と
後
援
を
求
め
て
い
き
、
他
方
で
地
域
外

の
諸
勢
力
の
方
も
自
身
の
利
害
関
心
や
立
場
を
も
っ
て
紛
争
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
り
、
紛
争
は
地
域
内
部
に
ど
ま
ら
な
い
広
が
り
を
持
つ

」
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
地
域
外
部
の
諸
勢
力
の
中
で
、
本
稿
で
我
々
が
中
心
的
関
心
を
寄
せ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
ド
イ
ツ
王
権
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

王
権
は
、
低
地
地
方
に
直
接
支
配
地
を
ほ
と
ん
ど
持
た
ず
、
後
述
す
る
フ
ラ
ン
ス
王
権
な
ど
と
も
異
な
り
軍
事
介
入
を
行
う
可
能
性
も
限
ら

北法52(5・33)1437 



説

がれ
あた
りも
、の

聖で
界あ
諸つ
侯た
と。

はし
レか
ガし
リド
アイ
主丘 ツ

与王
を権

介同
十低
そ地
れ地
と方
半話 の
似ほ
しと
た余

震手
， -"" 
あさ

巧
γ 世

7笹
占最
は ι
は

ー「

帝レ
国 l
フン
ラ制
ンを
ド介
ルし
Lー て
と主
い従
う関
帝係

論

国
レ

l
ン
を
め
ぐ
る
紛
争
を
勝
ち
抜
く
た
め
に
、
レ
ー
ン
制
主
君
と
し
て
の
国
王
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ジ
ャ
ン

二
世
が
国
王
宮
廷
に
お
け
る
裁
判
を
盛
ん
に
利
用
し
て
い
っ
た
の
は
上
述
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
際
、
彼
が
獲
得
し
た
多
く
の
判

決
や
ア
ハ
ト
処
分
が
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
標
達
成
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の
は
、
確
か
に
当
時

の
国
王
裁
判
権
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
王
宮
廷
に
お
け
る
手
続
が
ま
っ
た
く
無
意
味
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
紛
争
の
過
程
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
帝
国
フ
ラ

ン
ド
ル
」
を
現
実
に
支
配
し
て
い
た
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
も
、
何
度
も
応
訴
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
レ
ー
ン
制
主
君
と
し
て
の
国
王
の

持
つ
権
威
や
正
統
性
付
与
機
能
を
無
視
す
る
こ
と
は
や
は
り
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
王
権
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
こ
う
し
た
レ
ー

ン
制
主
君
と
し
て
の
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
に
は
、
最
終
的
に
成
功
し
て
い
る
点
に
は
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」

を
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
保
持
す
る
の
で
あ
っ
て
も
、
伯
か
ら
の
授
封
請
求
と
臣
従
札
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
か
ま
わ
な
い

と
い
う
の
は
、
既
に
国
王
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
の
時
代
か
ら
示
さ
れ
て
き
た
王
権
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
扱
っ
た
「
帝
国
ブ
ラ
ン
ド
ル
」

(
悶
)

を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
国
王
裁
判
権
の
無
力
を
端
的
に
示
す
事
例
と
し
て
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
レ
ベ

ル
で
見
れ
ば
王
権
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
対
し
て
も
、
十
分
目
標
を
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
そ
う
し
た
国
王
宮
廷
を
舞
台
と
し
た
手
続
と
平
行
す
る
形
で
、
地
域
内
部
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
動
き
も
作
動
し
続
け
て
い
た
。

我
々
が
見
た
エ
ノ

l
伯
関
係
の
紛
争
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
低
地
地
方
の
紛
争
解
決
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
た
の
は
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
で
あ
り
、

公
が
盛
ん
に
仲
介
者
・
仲
裁
者
と
し
て
登
場
し
て
、
紛
争
解
決
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
国
王
裁
判
権
が
、
こ
う
し
た
地

域
の
紛
争
解
決
と
平
行
し
て
作
動
し
て
い
た
こ
と
を
、
我
々
は
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
低
地
地
方
の
地
域
構
造
と
王
権
と

北法52(5・34)1438



の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
点
を
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
当
時
の
低
地
地
方
で
は
地
方
的
な
ラ
ン
ト
フ
リ

l
デ
の
樹

立
な
ど
、
地
域
独
自
の
紛
争
解
決
の
枠
組
み
が
、
な
お
十
分
に
展
開
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
紛
争
解
決
は
、
い
わ
ば
そ
の
場

(
川
町
)

そ
の
場
の
調
停
や
仲
裁
に
依
存
し
て
い
た
と
言
え
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
地
域
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
動
き
と
国
王
宮
廷
の
裁
判
ヤ
交
渉

と
の
連
携
が
、
低
地
地
方
の
場
合
は
、
薄
弱
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
国
王
宮
廷
の
側
か
ら
、
地
域
の
有
力
者
に
紛
争
解
決
を
ゆ
だ
ね
、
彼

ら
の
活
動
を
後
押
し
す
る
よ
う
な
動
き
は
、
わ
ず
か
な
例
外
を
除
い
て
は
余
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
国
王
宮
廷
で
裁
判
所
を
構
成
し
、
国
王

の
側
近
で
発
言
力
を
持
つ
人
々
の
中
で
、
低
地
地
方
に
勢
力
を
持
つ
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
低
地
地
方
の
特
徴
で
あ

り
、
同
じ
時
代
で
も
、
例
え
ば
中
ラ
イ
ン
地
方
や
シ
ユ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
地
方
な
ど
で
は
、
か
な
り
条
件
が
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

エノー伯ジャン2世とドイツ国王裁判権

こ
の
よ
う
に
地
域
内
部
で
の
紛
争
解
決
と
地
域
外
の
国
王
宮
廷
に
お
け
る
手
続
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
地
域
内
部
の
諸

勢
力
が
結
び
付
き
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
地
域
外
の
権
威
・
勢
力
は
、
ド
イ
ツ
王
権
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
事
者
か
ら
見
て
、
ド
イ
ツ

王
権
へ
の
訴
え
は
外
へ
の
働
き
か
け
の
一
つ
な
の
で
あ
り
、
他
に
も
手
段
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
王
の
封
臣
が
一
方
の
当
事
者
で
あ

フ
ラ
ン
ス
王
が
仲
裁
者
な
ど
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
て
く
る
可
能
性
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
。
中
世
後
期
の
ド
イ
ツ
王
国
西
部
に

(
凶
)

お
け
る
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
レ

l
ン
関
係
の
普
及
を
考
え
れ
ば
、
低
地
地
方
に
限
ら
ず
王
国
西
部
の
広
い
範
囲
で
、
フ
ラ
ン
ス
王
権
へ
の
結
び

付
き
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
第
二
の
地
域
外
の
権
威
と
し
て
、
教
皇
権
の
存
在
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
王
権
の
裁
判
権
自
身

が
、
判
決
公
示
手
段
と
し
て
の
教
会
と
聖
職
者
の
重
要
性
や
ア
ハ
ト
を
科
さ
れ
た
者
へ
の
破
門
要
請
が
示
す
よ
う
に
、
教
会
の
組
織
と
裁
判

権
に
深
く
結
び
付
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
扱
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
や
エ
ノ

l
伯
の
行
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
事
者
か
ら
教

皇
の
裁
判
権
に
上
訴
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
事
者
が
結
び
付
き
得
る
外
部
の
権
威
と
裁
判
権

そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
は
、
第
一
に
フ
ラ
ン
ス
王
権
が
あ
り
、

る
場
合
、

北法52(5・35)1439



説

が
複
数
存
在
す
る
よ
い
う
状
況
の
中
で
、
ド
イ
ツ
の
国
王
裁
判
権
は
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
条
件
は
さ
し
あ
た
り
裁
判
す
る

側
に
対
し
て
、
当
事
者
の
意
向
を
尊
重
し
、
手
続
を
尽
く
す
こ
と
を
促
す
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

"3L込
H岡

以
上
、
我
々
は
、

一
三
世
紀
か
ら
一
回
世
紀
初
め
の
低
地
地
方
に
お
け
る
一
連
の
紛
争
を
題
材
に
し
て
、
当
時
の
国
王
裁
判
権
の
作
動
環

境
を
確
認
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
別
の
地
域
で
は
ど
の
よ
う
な
状
況
が
見
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
後
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
見

ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

註
(
1
)
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
国
王
裁
判
所
|
|
最
近
の
研
究
に
よ
る
そ
の
再
評
価
に
つ
い
て
」
『
北
大
法
学
論
集
』

四
四
巻
四
号
(
一
九
九
三
年
)
、
二
二
五
|
一
五
七
頁
を
参
照
。
個
別
研
究
は
、

o
z
o
-
-
g
z
E
E円R
E晶
g
N
R
E
n
z
g
。
E
n
E
5
R
r即
位
昨
昌

弘

B
E
m
a
n
F
(以
下
で
は

ρ
高
と
略
す
)
の
シ
リ
ー
ズ
な
ど
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
中
世
後
期
に
つ
い
て
の
史
料
集
と
し
て
は
、
本
稿
で
も
使
用

し
た
、
口
円
E
E
8
8
m
m
a
g
N
R
叶
在
加
古
昨
色
町
田
♀
2
2
n
z
g
列。巳加印
a
z
E
E
C『
m
g
n
F
Z
E目
Eu--F伺・

5
=
∞m
S
F
R門
田
口
目
的
、
吋
由
民
〉
玄
可
咽

(OEMU-

r
z
g
a
r
m
)
が
、
現
在
カ
i
ル
四
世
治
世
の
途
中
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

(2)
同

M
2
2
7向
。
河
〉
宅
・
明
呂
田
宮
口
己
こ
円
。
口
仲
間
出
国
田
町
四

E
E田n
E
3
5
さ
笠
宮
玄
5
0一色丹
nF
吉
一
巳
E
2
2司色町三回
n
Z
E
E
g何
冊
∞

nznzs-HM(右
示
)
ザ

∞
-HM凶ム凶∞
-um知的ニ出向回目
g
zロ門日仏虫色町三田
nFm
択。
E
m
E
B
H四
国
宅
配
布
ロ
冨
巳
SEER-
吉い回目回目』田
nFg
』
与
号

EnF
門口門戸白ロ品目印加町田
nzRFSM小
(}@J3)咽

印・邑
a

志
、
特
に
い

S
R

(3)
閉

Y

玄
。
河
〉
声

U
5
E
5
-
Eロ
加
色
町
『
号
巴
門
田
町
宮
口
同
4055ロ
2
5
z
z
E
]凶
-
E
Z
E
5
2・
5
一
。
谷
氏
。
目
的
戸
〉
2
(
F
m
y
E
E
g
F
m
E
E
-
m

密
口
N
E
2
5
8
E
5
-
5
E
R
V向E
n
F
2
3∞
少
∞

-E'-g、
こ
こ
で
は

ωま
弓
・
一
四
の
地
域
と
は
、
広
義
お
よ
び
狭
義
の
下
ラ
イ
ン
、
ヴ
エ
ス

ト
フ
ァ
l
レ
ン
、
ニ

l
ダ

l
ザ
ク
セ
ン
・
ノ
ル
ト
ア
ル
ピ
ン
ギ
エ
ン
、
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
ポ
ン
メ
ル
ン
、
ヴ
エ
ツ
テ
ィ
ー

ン
家
諸
地
方
・
中
エ
ル
ベ
、
ベ

l
メ
ン
・
メ
l
レ
ン
・
シ
エ
レ
l
ジ
ェ
ン
・
ラ
ウ
ジ
ッ
ッ
、
中
ラ
イ
ン
・
ヘ
ッ
セ
ン
・
上
ラ
イ
ン
、
ロ
ー
ト
リ
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エノー伯ジャン 2世とドイツ国王裁判権

の
問
、
教
自
主
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
四
世
も
、
一
二
五
六
年
十
月
一
八
日
に
カ
ン
ブ
レ

l
司
教
ら
に
命
じ
て
両
陣
営
の
和
平
仲
介
を
さ
せ
て
お
り
、

翌
年
一
月
五
日
に
も
ア
ラ
ス
司
教
ら
に
平
和
維
持
を
命
じ
て
い
る
。

(
ゆ
)
例
え
ば
、
こ
の
他
に
も
、
ル
イ
九
世
は
一
二
六
八
年
に
、
パ
ー
ル
伯
、
メ
ッ
ツ
司
教
と
シ
ャ
ン
パ

l
ニ
ユ
伯
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
、
ロ

l

ト
リ
ン
ゲ
ン
公
と
の
聞
の
、
ド
イ
ツ
王
国
に
属
す
る
ピ
関
与
を
め
ぐ
る
対
立
を
仲
裁
し
て
い
る
。
ル
イ
九
世
の
仲
裁
者
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て

は
、
三
百
号
主
的
ブ
2
・
0

(
註
7γ

∞
・
2
凶
'
5
0
・
F
E
3
加
盟
国
∞
O
戸
開
E
-
m
F
E
3伺

R
J
母
二
向
m
Z
H
m
m
-
z
E
ι
g
m
m
n
F
F
明
円
町
-
Z
『
加
3
2
・

∞.-唱唱『同・

(
却
)
以
下
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
国
-
∞
-
F
E
E
L
-
P
・
O
-
(
註
7
)
・
ω
-
S
R
Z
』
自
玄
声
。
刊
日
n
E
n
Z
o
a
n
ニ
g
g
n
u
g
m
e
n
u
g
急
F
5
3
2
0
日
開

5
5

E
2
0
開
口
E
E
-
N
a
a
]
M
p
d
宅
配
『
N
Z
a
Z
3
・
白
一
志
向
弘
-
M
-
a
・

(
幻
)
c
m
y
Z
司
・
2
C
・
F
-
〉
-t
そ
〉
E
L
E
)
Z
5
4
2
・
。
・
(
註
9
7
〉
5
8
加

e印
esezhA-

(勾

)
c
m
M
-
Z
円
・
2
ー
ア
「
〉
・
ぎ
〉
m
Z
剛
円
。
Z
H
(
Y
目
・
世
・
9
・
〉
=
r
g
m
-
∞
-
混
-
Z
司
-
a

(
お
)
C
R
Z
・

5
・
加
者
芝
居

E〉
z
z
・
2
・
。
・
(
註

5
・Z円・

3
・

(
担
)
一
二
六
五
年
に
は
、
ナ
ミ
ュ

i
ル
伯
領
の
保
有
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
た
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
の
間
で
も
和
解
が
成
立

し
て
い
る
。
円
相
切
向
。
ロ
s
n
m
田
明
司
開
Z
回
開
問
。
(
白
色
-
Y
玄
C
ロ
5
0
=門
出

向

】

C
E
8
2
可
白
-
d
-
2
2
2
n
w
Z
白
ヨ
ロ
ア
込
町
民
巳
ロ
由
巳
【
2
a
o
「
E
H
O
B
σ
。
E
G
¥
『
O
B
o
-
-

回25}}町田】∞
A
T
P
∞
一
a
R
-
Z
吋
・
一
区
・

(
お
)
一
二
七
二
年
九
月
に
は
、
ホ
ラ
ン
ト
伯
フ
ロ

l
リ
ス
が
、
ジ
ヤ
ン
二
世
を
支
援
し
て
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ギ
l
に
対
抗
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い

る
。
た
だ
し
こ
の
同
盟
で
は
プ
ラ
パ
ン
ト
公
は
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
〉

-B。
ロ
目
白
老
〉
C
H
回
目
g
・
叶
酔
σ
z
n
E
S
E
E
m
-
円
四
E
m
己

g
n
z
E
2
2

e
1
0
5
2
5
6
ロ
ヨ
和
田
町
。
ロ
n
o
『
=
田
口
ニ
d
-
2
2
5
込
町
一
白
切
巳
包
』
E
0
・
叶
0
5
0
〈
(
】
N
U
ア
】
凶
斗
3
・ωEHmLru凹-∞
J3
・∞-U()凶・

(
出
)
帝
国
領
回
収
政
策
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
二
一
一
世
紀
後
半
ド
イ
ツ
の
帝
国
国
制
|
ル

1
ド
ル
フ
一
世
の
帝
国
領
回
収
政
策
を
中
心
に
l

(
一)

会
二
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
一

O
七
巻
七
・
入
号
(
一
九
九
四
年
)
一
一
一
八
J

一
八
七
頁
、
一

O
八
巻
九
・
一

O
号
(
一
九
九
五
年
)
八
七
|

一
四
六
頁
を
参
照
。

(
幻
)
〉
者
〉
C
叶
E
Z
・
白
・
白
・
。
ニ
∞
・
3
∞
L
o
z
g
口
明
『
-
E
ユ
n
F
図
。
出
富
田
P

。
Z
E
E
m
巴
)
巴
門
司
会
開
-
y
m
a
g
s
-
g
-
u
m
z
r
〈
戸
ア
同
ロ
ロ
∞
σ
a
n
宵
】
∞
唱
∞
(
Z
U

E
E
O
F
F
2
5
2
2
ペ
2
r
-
ま
3
・
z
ζ
混
『
・
な
お
、
ヘ
ン
ネ
ベ
ル
ク
伯
ら
は
、
後
述
の
二
一
八
一
年
の
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
宮
廷
集
会
に
お
い
て
、

エ
ノ

l
伯
の
た
め
に
、
彼
ら
の
期
待
権
を
放
棄
し
て
い
る
。
〉
-
t
そ
〉
弓
百
一
知
的
咽
由
-
P
O
J
S
E
n
a
〈
同
(
-
M
g
'
己
C
C
)
@
回
E
H
m
=
2
-
∞
∞
ア
凶
・
ま
・
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説論

(
お
)
エ
ノ

l
伯
ジ
ヤ
ン
二
世
は
、
更
に
一
二
七
七
年
四
月
頃
、
国
王
に
書
簡
を
送
っ
て
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ギ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
出
征
し
て
リ
ェ

l

ジ
ユ
(
リ
ユ
テ
イ
ツ
ヒ
)
司
教
に
武
力
で
圧
迫
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
司
教
は
フ
ラ
ン
ス
王
の
仲
裁
裁
判
に
服
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

る
と
、
知
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
国
王
は
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
一
一
一
世
に
書
簡
を
送
り
、
リ
ェ

l
ジ
ユ
教
会
の
た
め
に
介
入
し
て
く
れ
る
よ

う
要
請
し
て
い
る
。
ピ
閉
山
凶
-
Z『
・
己
申
・
己
C
・
国
王
の
対
応
は
、
以
下
本
文
で
述
べ
る
紛
争
に
お
け
る
措
置
と
も
共
通
す
る
行
動
パ
タ
ー
ン
を
示
す
。

リ
ェ

l
ジ
ユ
司
教
と
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
ら
の
争
い
と
な
っ
た
こ
の
問
題
は
、
結
局
、
二
一
七
七
年
に
パ

リ
で
フ
ラ
ン
ス
王
フ
イ
リ
ッ
プ

3
世
の
仲
裁
裁
定
が
下
さ
れ
て
解
決
し
た
。
明

-EZ-pp。
・
(
註

7
)
咽
∞
ゴ
・
一
方
、
既
に
一
二
七
五
年
五
月
に
、

国
王
ル

l
ド
ル
フ
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
不
法
に
対
し
て
へ
ン
ネ
ガ
ウ
伯
を
助
け
る
よ
う
命
じ
る
文
書
を
発
行
し
て
い
た
と
さ
れ
て
き
た

2
・
明
切
。

出
玄
関
河
，
。
・

mmu口
内
E
・

g・9
・
Z
乙
竺
な
ど
)
こ
と
が
、
誤
り
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、

c
E
-
(註
乃

γ
Z
-
a
-
を
参
照
。

(
却
)
』
同
・
回
C
Z室
開
m
・o・m
m
O巴
門
戸
白
血
・
。
J
Z
こ

-s-た
だ
し
こ
の
と
き
ジ
ヤ
ン
二
世
本
人
は
、
当
時
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
滞
在
中
で
あ
っ
た
国
王
の

も
と
へ
出
頭
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
弟
ボ

l
ド
ワ
ン
が
代
理
と
し
て
レ

l
ン
を
受
領
し
た
。
こ
の
後
、
一
二
八

O
年
六
月
に
は
、
ジ
ヤ
ン
二
世

自
身
が
国
王
の
面
前
で
改
め
て
臣
従
札
を
行
い
、
授
封
を
受
け
た

ogspz-NCM同

(
m
a
)
0・
司
・
田

b
戸

当

--vm同
〈
開
ZH開
m
a
E】

(a-Y
白血・
0
・
(
註

6
)
唱
司
・
き
い
ム
・

0
2広
Z
何
回
。
F
K
5・
y
白色田町〈担
-
E
S込町『
F
F
o
E
Cミ
Z
m耳、ペ。『
r

戸
市
山
唱

M--M--∞-'凶

(
却
)
回
目
コ
岳
民

a
o目
ω」
『
国
民
〉
宮
司

E
E
C
8
-
N
C
U
E
-
(官
官
σ
-
Y
U
5
N
2
-
N
E
E
-
P
〈
。
口
出
血
σ谷口『伺

}
N
3ム
M
2・(巴『
E
E
S門町間四回円
g
N
Eぺ
H
E
m
r宮色町田

己

nE四日
n
z
g
E
E
M山B
E
m
H
E
C
Q
g
n
F
Z
σ
岡田

E
u
-
-
E・3
5
E
t
5
2
3∞
少
(
以
下
で
は

c
m凶
と
略
す
)
Z
-
E
P
玄
B
E
E
S
Z
。
g
z
g
s
n

z
z
zロ
n
p
F
m加巴
B
切
onto-〈・門
UCロ
m
E
E
E
C
=
2
2
m
w
n
g目
VEgFn白
即
日
宮
司
同
円
。
E
5
2
5加
E
E
-
S
E
E
-
H
F
Z
S
=
c〈
伺
え
戸
包
方
自
加

3
0十
c
m
r
(
Z
U
Z白口口。〈伺『

3
g
)
(以
下
で
は

ζ
。
z
n
g己
・
凶
と
略
す
Y

Z『-
M
∞
ω
こ
の
処
分
に
対
す
る
選
挙
侯
の
同
意
書
名
庄
町
σロ
え
と
し
て
、

c
a
-
z寄円
.N泣品岱少• 

U
開閃4
〈〈戸戸巳同胆巴凶出出同河担州α窃同切山.白.陪.。(註
8)γ
岨印

.u苫。宕叶

.
Z『.凶
3吋
豆
品
(
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
辺
境
伯
)y.c同刃μCβ凶戸咽
Z
『.N白凶
∞
.
ロ
開EJ〈、戸戸口阿肘巴山凶同河担NαgM∞山r.
陪.P
。ρ•. 
∞.凶-コ叶叫円•. 

Z
吋戸乙.い凶当吋週唱(マイ

ン
ツ
大
司
教

)γ.c列包凶
.z吋己.い凶∞
E-.
刃E-

ω戸.い這甲∞湾『同.岨

Z
『
・
出
(
ケ
ル
ン
大
司
教
)
こ
の
う
ち
最
初
の
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
辺
境
伯
オ
ッ
ト

l
の
同
意
書
は
一
一
一
八
一
年
七
月
一
五
日
付
で
発
行

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
処
分
が
、
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
集
会
以
前
か
ら
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
最
後
の
ケ
ル
ン
大
司
教
の
証

書
は
一
二
八
四
年
四
月
一
八
日
付
で
出
さ
れ
て
い
る
。

(訂

)
C
E
-
Z『
・
目
。
・
何
回
司

E
日明
N0・白
b
・o・唱∞・
3
同
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エノー伯ジャン2世とドイツ国王裁判権

(
M
M
)
C削

N
Y
Z吋
-M凶ア
M
2・
mm官
民
込
者
同

Z甲
ハ
関
口
三
〉

zz-
〉
n
g
E
-
u刊忌

Z
E
E
-田
弘

-M@
同ロロ∞
F
E
n
w
Z∞凶(〉巳
2
3
a
e
-
Zこ
凶
】

(お

)
c
m凶ゆ
Z『し
Nua-
富
。
匡
円
U
O
E
m
己

-Z円・一
N包・

(弘

)
c
m凶
oZ司
-M-3ey向
。
国
内
O
口三

-ueZ司・一
N笠・

(
お
)
こ
の
法
判
告
の
国
制
史
的
意
義
は
、
同
意
書
発
行
を
通
じ
て
の
、
選
挙
侯
の
国
王
処
分
へ
の
同
意
表
明
の
実
態
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
評
価

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
拙
稿
「
一
三
世
紀
後
半
ド
イ
ツ
の
帝
国
国
制
(
一
二
)
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
一

O
九
巻
三
・
四
号
(
一
九
九
六
年
)
四
二

頁
以
下
を
参
照
。

(お

)
c
m凶
d
Z『
-
M
岳
-
M
J
q
・

(
幻
)
白
河
凶
岨

Z
司・一
M

品川山・

(叩犯ぬ)己E-忍N己戸凶少
.z寄吋己.ω凶=品さ。咽河自開司目
Z
∞開男河。
4

陪

2.b阻.。.(註川担“
)γa
∞.凶昆∞。只『円.ニ岨「「
.U開同
a〈

ン
ト
伯
の
執
行
者
と
し
て
の
活
動
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

(
ぬ
)
d
m凶
-
Z『凶品、叶
i

玄
。
出
。
。
ロ
由
時
-
P
Z円凶
{
)
J

ア
フ
ユ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
伯
ハ
イ
ン
リ
ヒ
、
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
ブ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

は
二
人
と
も
、
ル

l
ド
ル
フ
一
世
の
王
権
を
国
主
側
近
に
あ
っ
て
支
え
た
西
南
ド
イ
ツ
の
中
小
自
由
貴
族
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。
拙
稿
「
一

三
世
紀
後
半
ド
イ
ツ
の
帝
国
国
制
(
四
)
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
一

O
九
巻
一
一
・
一
一
一
号
(
一
九
九
六
年
)
一
六
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
。

(
相
)
後
述
の
六
月
一
五
日
付
の
国
王
証
書
か
ら
知
ら
れ
る
。
也
知
凶
岨

Z
円以告・

(
叫
)
同
日
付
の
国
王
証
書
に
よ
る
、

d
-
β
z乙
2
・
m巴
司
自

a
E
5
4
2
9咽
凶
・
当
ヌ

(
位

)
c
m
p
z
-
M
U少
明
日
司
盟
国

E
・E
-
白・。・・凶・凶

5
・

(日

)
c
m凶
-
Z司・一凶
U
J
『曲目州開-司明開
Z
回開閉山。唱曲・酔・
0
・
場
印
凶
∞
凶
:

(必

)
d
g帽
子
・
凶
霊

-
E出
4
目
L
回
目

5
・

2
・。・∞・凶∞
M
l
M
∞
品
・
二
人
の
使
者
た
ち
も
、
司
教
の
こ
の
書
簡
を
受
け
取
り
、
読
ん
だ
こ
と
を
証
言
す
る
証

書
を
五
月
一
一
一
一
日
付
で
出
し
て
い
る
。
白
岡
山
凶
-
Z『・凶

a-
百
出
斗
明
岡
山
Z
回
目

5
・
白
倍
。
・
∞
・
凶
∞
ア
凶
ま
ま
た
司
教
は
六
月
四
日
に
も
同
内
容
の
文
書
を
出

し
て
い
る
。

d
m
y
Z戸凶品。・

(
日
制

)
c
m凶
-
Z『凶

2
・
去
の
宮
内
。
ロ
出
円
・
・
凶
-
Z「・凶。∞・

8
c
m
p
z・
5
・

5
H項目
Z
E
E
E
z・
2
・
。
・
(
註

m
g
-
Z
-
E
-

(灯

)
c
m凶
-Z『・
3
C・F
・
0
開
〈
ロ
ト
開
河
∞
-
E
ゐ
・
。
ニ
印

UNN-Z戸凶∞
N-
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説
雪之、
ロ冊

(
必
)
白
河
凶
-
Z乙
叶
ア
玄
。
国
内
。
ロ
間
四
・
・
凶
-
H
L
『・一凶

S-

(
川
り

)
C
m
一Y
Z司・凶∞
C
・

(印

)
E
C・
2
己
申
少
開
・
ぞ
盟
関
回
忌
〉
Z
戸

2
・9
・
Z
『
-za-
二
つ
の
都
市
の
個
々
の
指
導
的
市
民
ら
を
名
指
し
し
た
同
旨
の
証
書
と
し
て
、

C
5・

2
乙

3
・
問
者
盟
関
田

LZ〉
zz・
E
・o・-
Z『
-E凶
・
同
じ
内
容
の
証
書
は
ロ
月

7
臼
付
け
で
も
発
行
さ
れ
て
い
る

o
c
m
p
害
・
這
タ
ム
00・
開
-

t
そ

-
Z関同凶円、富〉

zz・白・曲。・唱
Z
円・豆、司
4

王∞・

(日

)
c
m
y
z
-合
唱
明
・

5
z自
己

E
z
z
-
E・o・岨
Z
『
5
0・
こ
の
証
書
に
は
、

C
M
N
Y
Z『・区甲
-
M
2
・
M凶
0・
MM少
凶
E
-
M品。・凶

a-凶
2
・
3
ア
凶
E
u
凶
戸

沼市
W

喝
さ
-
の
文
書
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
国
王
と
執
行
者
の
間
の
内
部
的
や
り
と
り
の
文
書
な
ど
は
除
か
れ
、
外
に
向
か
っ
て
一
般
的
に
効
力
を

持
つ
文
書
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
エ
ノ

l
伯
が
ど
の
文
書
を
重
要
視
し
て
い
た
か
が
、
こ
れ
を
通
じ
て
う
か
が
わ
れ
る
。

(
臼
)
例
え
ば
、
二
一
五
九
年
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
司
教
と
ゲ
ル
デ
ル
ン
伯
の
紛
争
に
お
い
て
仲
裁
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
』
・
明
・
を
戸
「
己
占
的
(
包
)
・
宮
田

加
四
日
同
刊
日
常
一
三
】
巴
打
開
門
】
何
回
日
σ白
口
問
官
官
・
】
向
島
田
島
町
同
庁
円
F
q〉
雪
、
。
『
デ
叶
。
E
m
-
-
W円
Emu-}何
回
-
∞
凶
少
の
。
仏
O
H
O
-匂一。自由民
R
5・
ω・8
斗

-
Z『・一
2
・

(
臼
)
』
・
司
・
宅
問

F
F
E角的(邑
-
y
n
E
S
E
-
G
5
2
5ロ
号
』

m
g
gロ
田
町
四

-z-
。
z
E
E
E
Cロ
色
町

-BEE--町
内
田
町
当

8
5
m
g
-
回『

E
m
-
-
g
E凶
少
の
昆
虫

uegBEEnEF
回-主

f
Z『・一
N

岱・

(
日
)
』
・
明

-tZFFE向
的
唱
円
買

SEEm-
∞ム-凶岨

Z
『
・
邑
・
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
は
仲
裁
裁
定
に
従
う
側
を
支
援
す
る
と
宣
言
し
て
い
る
。

g
g
p
∞・品
-
h
p
Z『

凶C
・
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
〈
-
∞
〉
玄
〉
Z
開国内唱曲目
P
。
(
註

7
)
唱
印
・
さ
も
参
照
。

(
日
)
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
ヨ
ハ
ン
の
姉
妹
は
フ
ラ
ン
ス
王
フ
イ
リ
ッ
プ

3
世
の
王
妃
で
あ
っ
た
o

ま
た
プ
ラ
パ
ン
ト
公
ヨ
ハ
ン
の
妻
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯

ギ
ー
の
娘
で
あ
り
、
ブ
ラ
パ
ン
ト
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
の
閣
で
は
一
方
が
負
っ
た
債
務
を
他
方
が
立
て
替
え
払
い
す
る
例
も
見
ら
れ
た
o

』・明

者
戸
戸
間
冨
∞
・
内
町
『

S
E
E
n
-
U・8
0・
Z
・5
岨出

-SM頃
Z
『
-E-

(
日
)
〉
・
者
〉
C
4
E
Z
-
目・即・
0
・
(
註
幻
)
@
印
・
己
∞
・

(
町
)
一
二
八
七
年
に
な
っ
て
両
仲
裁
人
は
、
近
く
決
定
を
公
表
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
〉
・
者
〉
己
叶
巴

ge
白-
E
・o・-∞
-MMM-

(
団
)
〉
・
巧
〉
C
叶
E
Z・
2
・。・・

ω
・3
Nア
H
明
・
岩
戸
「
回
忌
少

2
8包
官
。
・
・
∞
・
お
湾
J
Z吋・出'uu・

(
印
)
』
・
同
U
-

巧
F
F
m玄白岨

2
8巳
S
E
m
-
咽印

-Sメ
Z
『・ま

(ω)
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ン
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
∞
E
5
2「
母
E
2
5
Z
E
g沼田

nznzこ
MAV(苫
∞
∞
)
@
回
一
ム
出
所
収
の
諸
論
文
を
参
照
。

(
引
)
』
・
何
者
戸
戸
岡
山

p
a
-
G
E
E
G
g
-
∞
-
U
C
M
4
2
N
-

一
二
九
O
年
に
は
、
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
ホ
ラ
ン
ト
伯
の
聞
の
紛
争
を
仲
裁
し
て
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説自命

(
河
)
一
二
八
九
年
二
一
月
に
、
エ
ノ

l
伯
が
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
か
ら
ト
ゥ

l
ル
貨
一
万
リ
l
ヴ
ル
を
受
領
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る

も
の
か
不
明
で
あ
る
。
〉
者
〉
句
、
口
山
知
的
唱
曲
・
世
・
。
・
(
註
幻
)
@
∞

-MS-

(
打
)
ヴ
ア
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
問
題
と
そ
れ
に
続
く
エ
ノ

l
伯
と
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

m
E
m
z
-
E・o・
(
註
7γ
∞・己∞同・

(
沌
)
白
河
凶
w
Z
Z
F凶
凶
、
室
。
z
n
o
E∞己
-
Z『・怠岱・

(乃
)
g
m
m
o
u国
人
σ町民
σ-Y
豆
町

N
2
〉乱。
-
p
g
=
z
g間
同

F

〉
8
5
n
E
z
-
-
〈
。
口
白
血
σ田
σza-
国
g
ロユ
nE印
〈
。
ロ
戸
E
n
B
F
E叫
m
-
M唱
N
'
Z
己
4

(
C円
E

E
刊号
m
m
g再開口

NE司、
E
Z加
古
田
門

ι
g
R
r
E再開
n
z
g
穴。邑個目，

E
E
Z
o
p
g
n
F門
田
区
間

E
U
ア
切
己
品
)
温
穴
C
E
E
・E・-
3
M・
(
以
下
で
は
白
河
ム
と
略
す
Y

Z『・品・

(印

)
C
-
H
A
F
Z円-AY
開・を
H
Z回
自
己
向
〉
z
z・
2
・
。
・
(
註
犯
)
・

Z
こ
3
・

(
引
出

)
C
E・2
円
メ
関
委
同
Z
E
H
P
E
Z
戸

2
・9
・
Z
『
MOO-

(
M
M
)

己目
HAH-Z円・∞・

(
回
)
〉
・

3
2
Eど
ち
・
(
註
幻
)
ゆ
臼
・
凶
∞
え
よ
〈
・

2
5自
?-P。
・
(
註
7
)
温
印
・
金

(
刷
出

)
c
m
h
f
zこ
ア
富
。
国
内
。
口
出
向
山
-
Z戸主斗・

(
出
)
〈
∞
〉
冨
〉
Z
m
-
P白
-
E
・。・・∞

-UR
た
だ
し
こ
れ
ら
の
契
約
に
よ
り
調
達
さ
れ
た
兵
力
は
、
実
際
に
は
ヴ
ア
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
攻
略
で
は
な
く
、
エ
ノ
l

伯
の
弟
カ
ン
ブ
レ

l
司
教
ギ
ヨ

l
ム
を
市
外
に
追
放
し
た
カ
ン
ブ
レ

l
市
民
に
対
し
て
向
け
ら
れ
、
市
を
再
び
司
教
支
配
下
に
戻
す
の
に
貢
献

ーレれ~。

(部

)
c
m
h
F
Z『
-E-

(
肝
)
〈
'
印
〉
YA〉
Z
E
p
m
F
P
O
-
-
∞
・
凶
戸
『
・
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
の
間
で
一
二
九

O
年
に
結
ぼ
れ
た
同
盟
に
つ
い
て
は
、
〉
.

t巧
そ
〉

c叶目同開凶
Eψ
由

2.b白.。9•. 
臼.凶也M民⑤少渇河E】

主
に
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
つ
た
。

(
槌
)
一
二
九
二
年
四
月
に
は
、
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
の
娘
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
ハ
イ
ン
リ
ヒ
(
後
の
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
)
と
の
縁
組
が
、
フ
ラ

ン
ス
王
把
マ
リ
l
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
ギ
l
、
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ユ
公
ロ
ベ
ー
ル
ら
の
仲
介
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
o
』
目
当

F
F開富山・
0
弓
S
E
E
m
-
(
註

日
γ
∞・出凶叫

Z
『
・
昌
也
・
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
は
ブ
ラ
パ
ン
ト
公
側
の
持
参
金
支
払
い
の
保
証
人
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世

自
身
も
こ
の
縁
組
を
認
可
し
て
い
る
。

g
o
E
P
∞
-uua円

L
4こ∞甲町・
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エノー伯ジャン 2世とドイツ国王裁判権

(
加
)
〉
・
ぞ
〉
亡
、
目
-a-Ebo--
∞
-M
唱
え
・
咽
同
・
明
者
F
F
m玄白

-nzs=55・・∞・凶
S
l
u
a
u
-
Z
-
M
O
O
-
N
O
ド
〈
・
印
〉
宮
〉
Z
開
戸
臼
b
・o
・
-
∞
出
『

(
卯
)
〉
者
〉
匂
叶
巴
2
・
P
E・o・-mhFca・
〈
・
∞
〉
忍
〉
Z
E
P
E・和・
0
・∞・

3
・
な
お
、
エ
ノ

i
伯
と
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
問
で
は
こ
の
間
も
フ
ラ
ン
ス
王
の
仲
介

に
よ
り
休
戦
が
結
ば
れ
て
お
り
、
エ
ノ

i
伯
は
一
二
九
四
年
六
月
に
そ
の
延
長
に
同
意
し
て
い
る
。
〉
・
ぞ
〉
C
4
E
Z
-
同
国
。
・
咽
印
・
主
管
そ
の
一
方

で
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
伯
と
ヴ
ア
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
の
同
盟
関
係
が
一
二
九
六
年
に
も
な
お
継
続
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
〉
・
者
〉
C
叶
巴
N
M
T
P

P
0
・
∞
凶

E-
凶M
U

エ
ノ

l
伯
と
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
の
問
で
は
よ
う
や
く
一
二
九
七
年
三
一
月
に
和
解
が
成
立
し
た
。
〉
-
t
そ〉
C
4
m
-
a
-
B・B・C
・-

∞
uahH『・・富山南
E
U
L回
開
列
。
・
担
問
・
0
・
(
註

μγ
∞

-av昌
也
-
Z
『
ヨ

'S-

(
引
)
白
河
一

Y
Z
乙
吉
(
註
叩
)

(幻
)
c
m
h
p
Z『ム
hH・
玄
。
国
内
。
口
出
己
-
Z『
-S∞・

(幻

)
C
E
-
Z
-戸
百
円
司
皇
宮
mo-pp。・省出・凶
F
Z『・全-

(
倒

)
c
m
A
f
Z『
・
品
斗
咽
〈
・
∞
〉
玄
〉
Z
巴戸田・目・
0
・
(
註

7γ
己『
E
E
g
g
z
g加・2円・
5

(
町
)
〈
・
∞
〉
三
〉
Z
開
戸
白
血
0
・
・
∞

--2R

(
m
m
)

国
王
即
位
前
の
ナ
ツ
サ
ウ
伯
時
代
、
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ン
の
戦
い
で
ケ
ル
ン
大
司
教
側
に
参
陣
し
て
戦
っ
た
ア

l
ド
ル
フ
が
、
プ
ラ
パ
ン
ト
公
の

勢
力
を
無
視
で
き
ず
、
即
位
後
に
公
と
の
関
係
の
改
善
に
努
め
た
こ
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Johann 11.， Graf von Hennegau， 
und deutsche kりniglicheGerichtsbarkeit 

Masaki T AGUCHI* 

ln den alteren Forschungen zum deutschen Sp.証tmittelatlerwaren das Konigtum und 

die konigliche Gerichtsbarkeit eher negativ beurteilt geworden. Sei比tden 1970e訂rJahr陀'en1 

begann炉edochnel 

Einzelne Forschungen 】 undQuellen】edi比tione叩n】 s幻indεrschienen.ln diesem Aufsatz 

werden darauf Verfahren， Bedeutung und Grenze der koniglichen Gerichtsbarkeit 

anhand von den Streitigkeiten， die Johann II. Graf von Hennegau energisch durchfuh-

rte、untersucht.

Beim Streit um Reichsflandern， den die Grafen von Flandern s巴itdem Hoch-

mittelalter von den deutschen Kaisern und Konigen als Reichsleh巴nerhalten waren， 

erwarb Johann 11. seit 1279 zahlreiche gunstige Verfugungen， Gerichtsurteile und 

Mandate vom Konigshof Rudolfs l. von Habsburg und Adolfs von Nassau. Zwar blieb 

Guido， Graf von Flandern， trotz der koniglich-hennegauischen Masnahmen Reichs-

f1andern zu beherrschen， aber er reagierte auf sie und war bereit， deutschen 

Konig als Lehensherrn anzuerkennen. Mit dem Wandel der politischen Konstellation， 

der den Grafen von Fland巴rnzum Streit mit dem franzosischen Konigtum dr話ngte，

versohnte er sich mit dem Konig Albrecht 1.， w証hrendJohann II. um die Grafschaften 

Holland und Seeland in den Gegensatz mit d巴mdeutschen Konig geriet 

Der Einflus vom franzosischen Konigtum war nicht auszuschliesen， w沿lrendbeide 

Guido und Johann 11. gegenuber d巴nGerichtsurteilen des deutschen Konigshofs an das 

Papsttum appellierten. Neben dem Verfahren im Konigshof gab es Versuchen zur 

Erledigung von Streiten an Ort in den niederen Landern. Der H巴rzogvon Brabant 

spielte dabei eine entscheidende Rolle und der von ihm unterstutzte Schiedsspruch gab 

* Associate Professor， School of Law， Hokkaido University 
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Ausschlag zur Beendigung der Gerichtsprozesse um Reichsflandern. 

Nach d巴rUntersuchung dieses Beispiels so]] die deutsche konigliche Gerichtsbarkeit 

mit Berucksichtigung von zwei Faktoren eingesch証tztwerden. Einerseits so]] Systeme 

fur Erledigung von Streiten in einzelnen Regionen ins Auge gefast werden， wenn ihre 

Strukturen und ihre Verhaltnisse mit dem Konigshof auch verschieden waren. 

Ander巴rseitssind Autorit証tenauserhalb des deutscher】Reichs，wie das Papsttum und 

Konig von Frankr巴ich，zu berucksichtigen， weil die Parteien Moglichkeit hatten， sich 

auf sie zu berufen. 
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